
令和８(2026)年
３月31日(火)
号　　外
第 17 号

（1）令和８（2026）年３月31日　火曜日

本号で公布された条例のあらまし

目　　　　　　 次

条 例
○栃木県県税条例及び栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正………… 2

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 

◇栃木県県税条例及び栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例の一部改正（栃木県条

例第20号） 

 地方税法の一部改正に伴い、所要の改正をすることとしました。 

１ 主な改正点 

⑴ 軽油引取税関係 

   税率（本則１キロリットルにつき15,000円）を当分の間１キロリットルにつき32,100円とする特例措置

を廃止することとしました。 

⑵ 自動車税関係 

ア 自動車税の環境性能割を廃止することとしました。 

イ 現行の自動車税の種別割を自動車税とすることとしました。 

ウ 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等のうち、令和８（2026）年度及び令和９（2027）年度

に初回新規登録された自動車について、当該登録の翌年度の自動車税の税率をおおむね100分の75軽減

することとしました。 

エ 令和８（2026）年度及び令和９（2027）年度において初回新規登録からディーゼル車にあっては11

年、ガソリン車等にあっては13年を経過した自動車について、その翌年度から自動車税の税率をおおむ

ね100分の15重課することとしました。 

２ 施行期日等 

⑴ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 
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事

は
、
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１
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か
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項

ま
で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
県
税

に
係

る
法

第

2
0
条

の
1
0
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納
税

証
明

書
の

交
付

）
に
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証
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書

の
交

付
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証
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書
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事
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車
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事

業
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鉱
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定

資
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納
税

義
務

者
又
は

ゴ
ル

フ
場
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用

税
の

特
別
徴

収
義

務

者
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
納

税
義

務
者
等

」
と

い
う

。
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は
、

県
内
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住
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、
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、
事

務
所
又
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事

業
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又
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又
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第
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付
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。
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取
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に
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、
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車
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得
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４
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２
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。
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２
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を
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収
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る
と

き
も
、

同
様

と

す
る

。
 

２
・

３
 
略

 

  
（

税
率
の

特
例
措

置
の
適

用
を

受
け
る

ゴ
ル
フ

場
の
利

用
者

の
提
示

す
る
書

類
等

）
 

第
9
7
条

 
前
条

第
１

号
及

び
第

２
号

に
規
定

す
る

者
が

同
条

の
規

定
の
適

用
を

受
け

よ

う
と

す
る

場
合
に

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る
者

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
書

類
等

を
、
当

該
利

用
に

係
る

ゴ
ル

フ
場
に

係
る

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
の
特

別
徴

収

義
務

者
に
提

示
し
、

又
は
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
前

条
第

１
号
に

規
定

す
る

者
 
運

転
免
許

証
（

道
路
交

通
法

（
昭

和
3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

9
2
条

（
免

許
証

の
交

付
）

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
運

転
免

許

証
を

い
う

。
第
1
0
5
条

の
1
0
第

３
項

及
び

第
1
1
6
条

第
４

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
そ

の
他

の
年
齢

を
証
す

る
書
類

等
 

 
(
2
)
 
略

 

  
（

自
動
車

税
の
納

税
義
務

者
等

）
 

第
1
0
3
条

0
自

動
車

税
は

、
自

動
車

（
法

第
1
4
5
条

 
 

 
（

自
動

車
税

に
関

す
る

用
語

の
意

義
）

に
規
定

す
る

自
動

車
を

い
う

。
以
下

自
動

車
税

に
つ

い
て

同
じ
。

）
に

対

し
、

そ
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
有

者

（
所

有
者

が
法

第
1
4
8
条

第
１

項
（

国
等

に
対

す
る

自
動

車
税

の
非

課
税

）
の

規
定

に
よ

り
自

動
車
税

を
課

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
者

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

自
動

車

の
使

用
者
）

に
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

課
す

る
。

 

 

       
（

自
動
車

税
の
み

な
す
課

税
）

 

第
1
0
3
条
の
２

0
自

動
車

の
売

買
契

約
に

お
い

て
売

主
が

当
該

自
動

車
の

所
有

権
を

留
保

し
て

い
る

場
合
に

は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
買

主
を

前
条

第
１

項

す
る

も
の

を
納
税

管
理

人
と

し
て

定
め

る
こ
と

に
つ

い
て

こ
れ

を
定

め
る
必

要
が

生

じ
た

日
か

ら
1
0
日

以
内

に
申

請
書

を
知

事
に

提
出

し
て

そ
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
納
税

管
理

人
を

変
更

し
、

又
は
変

更
し

よ
う

と
す

る
と

き
も
、

同
様

と

す
る

。
 

２
・

３
 

略
 

  
（

税
率
の

特
例
措

置
の
適

用
を

受
け
る

ゴ
ル
フ

場
の
利

用
者

の
提
示

す
る
書

類
等

）
 

第
9
7
条

 
前
条

第
１

号
及

び
第

２
号

に
規
定

す
る

者
が

同
条

の
規

定
の
適

用
を

受
け

よ

う
と

す
る

場
合
に

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る
者

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
書

類
等

を
、
当

該
利

用
に

係
る

ゴ
ル

フ
場
に

係
る

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
の
特

別
徴

収

義
務

者
に
提

示
し
、

又
は
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
前

条
第

１
号
に

規
定

す
る

者
 
運

転
免
許

証
（

道
路
交

通
法

（
昭

和
3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

9
2
条

（
免

許
証

の
交

付
）

の
規

定
に

よ
り

交
付

さ
れ

た
運

転
免

許

証
を

い
う

。
第
1
0
5
条

の
1
0
第

３
項

及
び

第
1
1
6
条

第
４

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
そ

の
他

の
年
齢

を
証
す

る
書
類

等
 

 
(
2
)
 
略

 

  
（

自
動
車

税
の
納

税
義
務

者
等

）
 

第
1
0
3
条

0
自

動
車

税
は

、
自

動
車

（
法

第
1
4
5
条

第
３

号
（

自
動

車
税

に
関

す
る

用
語

の
意

義
）

に
規
定

す
る

自
動

車
を

い
う

。
以
下

自
動

車
税

に
つ

い
て

同
じ
。

）
に

対

し
、

当
該

自
動

車
の

取
得

者
に

環
境

性
能

割
に

よ
っ

て
、

当
該

自
動

車
の

所
有

者

（
所

有
者

が
法

第
1
4
8
条

第
１

項
（

国
等

に
対

す
る

自
動

車
税

の
非

課
税

）
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
を

課
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

者
で

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車

の
使

用
者

）
に

種
別

割
に
よ

っ
て

、
そ
れ

ぞ
れ

課
す

る
。

 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
自

動
車

の
取

得
者

に
は

、
製

造
に

よ
り

自
動

車
を

取
得

し
た

自

動
車

製
造

業
者
、

販
売

の
た

め
に

自
動

車
を
取

得
し

た
自

動
車

販
売

業
者
そ

の
他

運

行
（

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

）
第

２
条

第
５

項
（

定
義

）
に

規
定

す
る

運
行
を

い
う

。
次

条
第

３
項

及
び
第

４
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
以

外
の

目

的
に

供
す

る
た
め

に
自

動
車

を
取

得
し

た
者

と
し

て
施

行
令

第
4
4
条

の
２
に

規
定

す

る
も

の
を
含

ま
な
い

も
の
と

す
る

。
 

  
（

自
動
車

税
の
み

な
す
課

税
）

 

第
1
0
3
条
の
２

0
自

動
車

の
売

買
契

約
に

お
い

て
売

主
が

当
該

自
動

車
の

所
有

権
を

留
保

し
て

い
る

場
合
に

は
、

自
動

車
税

の
賦

課
徴

収
に

つ
い

て
は

、
買

主
を

前
条

第
１

項

に
規

定
す

る
自
動

車
の

取
得

者
（

以
下

こ
の
節

に
お

い
て

「
自

動
車

の
取
得

者
」

と

い
う

。
）
及

び
自
動

車
の
所

有
者

と
み
な

し
て
、

自
動
車

税
を

課
す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

売
買
契

約
に

係
る

自
動

車
に

つ
い
て

、
買

主
の

変

更
が

あ
っ

た
と
き

は
、

新
た

に
買

主
と

な
る
者

を
自

動
車

の
取

得
者

及
び

自
動

車
の

所
有

者
と
み

な
し
て

、
自
動

車
税

を
課
す

る
。

 

              
（

自
動
車

税
の
課

税
免
除

）
 

第
1
0
5
条

0
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
自

動
車

（
第

２
号

及
び
第

３
号

に
掲

げ

る
自

動
車

に
あ
っ

て
は

、
知

事
の

承
認

を
受
け

た
も

の
に

限
る

。
）

に
対
し

て
は

、

自
動

車
税

を
課

さ
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

の
課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る
者

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項

を
記
載

し
た

申
請

書
に

同
項

の
規
定

に
該

当
す

る
こ

と
を

証
す
る

書
類

を

添
付

し
て
、

こ
れ
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

       

に
規

定
す

る
自
動

車
の

取
得

者
（

以
下

こ
の
節

に
お

い
て

「
自

動
車

の
取
得

者
」

と

い
う

。
）
及

び
自
動

車
の
所

有
者

と
み
な

し
て
、

自
動
車

税
を

課
す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

売
買
契

約
に

係
る

自
動

車
に

つ
い
て

、
買

主
の

変

更
が

あ
っ

た
と
き

は
、

新
た

に
買

主
と

な
る
者

を
自

動
車

の
取

得
者

及
び
自

動
車

の

所
有

者
と
み

な
し
て

、
自
動

車
税

を
課
す

る
。

 

３
 

自
動

車
製

造
業

者
、

自
動

車
販

売
業
者

又
は

施
行

令
第

4
4
条

の
２
に

規
定

す
る

自

動
車

を
取

得
し
た

者
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

販
売

業
者

等
」

と
い

う
。

）
が

、

そ
の

製
造

に
よ
り

取
得

し
た

自
動

車
又

は
そ
の

販
売

の
た

め
そ

の
他

運
行
以

外
の

目

的
に

供
す

る
た
め

取
得

し
た

自
動

車
に

つ
い
て

、
当

該
販

売
業

者
等

が
、
道

路
運

送

車
両

法
第

７
条
第

１
項

（
新

規
登

録
の

申
請
）

に
規

定
す

る
新

規
登

録
（
以

下
こ

の

節
に

お
い

て
「
新

規
登

録
」

と
い

う
。

）
を
受

け
た

場
合

（
当

該
新

規
登
録

前
に

第

１
項

の
規

定
の
適

用
を

受
け

る
売

買
契

約
の
締

結
が

行
わ

れ
た

場
合

を
除
く

。
）

に

は
、

当
該

販
売

業
者

等
を

自
動

車
の

取
得

者
と

み
な

し
て

、
環

境
性

能
割

を
課

す

る
。

 

４
 

法
の

施
行

地
外

で
自

動
車

を
取

得
し
た

者
が

、
当

該
自

動
車

を
持
ち

込
ん

で
運

行

の
用

に
供

し
た
場

合
に

は
、

当
該

自
動

車
を
運

行
の

用
に

供
す

る
者

を
自
動

車
の

取

得
者

と
み
な

し
て
、

環
境
性

能
割

を
課
す

る
。

 

  
（

種
別
割

の
課
税

免
除
）

 

第
1
0
5
条

0
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
自

動
車

（
第

２
号

及
び
第

３
号

に
掲

げ

る
自

動
車

に
あ
っ

て
は

、
知

事
の

承
認

を
受
け

た
も

の
に

限
る

。
）

に
対
し

て
は

、

種
別

割
 
を

課
さ
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

の
課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る
者

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項

を
記
載

し
た

申
請

書
に

同
項

の
規
定

に
該

当
す

る
こ

と
を

証
す
る

書
類

を

添
付

し
て
、

こ
れ
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

  
（

環
境
性

能
割
の

課
税
標

準
）

 

第
1
0
5
条
の
２

0
環

境
性

能
割

の
課

税
標

準
は

、
法

第
1
5
6
条

（
環

境
性

能
割

の
課

税
標

準
）

に
規

定
す

る
通

常
の

取
得

価
額

（
第

1
0
5
条

の
1
2
第

２
項

に
お

い
て

「
通

常
の

取
得

価
額
」

と
い
う

。
）
と

す
る

。
 

  
（

環
境
性

能
割
の

税
率
）
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に
規

定
す

る
自
動

車
の

取
得

者
（

以
下

こ
の
節

に
お

い
て

「
自

動
車

の
取
得

者
」

と

い
う

。
）
及

び
自
動

車
の
所

有
者

と
み
な

し
て
、

自
動
車

税
を

課
す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

売
買
契

約
に

係
る

自
動

車
に

つ
い
て

、
買

主
の

変

更
が

あ
っ

た
と
き

は
、

新
た

に
買

主
と

な
る
者

を
自

動
車

の
取

得
者

及
び

自
動

車
の

所
有

者
と
み

な
し
て

、
自
動

車
税

を
課
す

る
。

 

              
（

自
動
車

税
の
課

税
免
除

）
 

第
1
0
5
条

0
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
自

動
車

（
第

２
号

及
び
第

３
号

に
掲

げ

る
自

動
車

に
あ
っ

て
は

、
知

事
の

承
認

を
受
け

た
も

の
に

限
る

。
）

に
対
し

て
は

、

自
動

車
税

を
課

さ
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

の
課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る
者

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項

を
記
載

し
た

申
請

書
に

同
項

の
規
定

に
該

当
す

る
こ

と
を

証
す
る

書
類

を

添
付

し
て
、

こ
れ
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

       

に
規

定
す

る
自
動

車
の

取
得

者
（

以
下

こ
の
節

に
お

い
て

「
自

動
車

の
取
得

者
」

と

い
う

。
）
及

び
自
動

車
の
所

有
者

と
み
な

し
て
、

自
動
車

税
を

課
す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

売
買
契

約
に

係
る

自
動

車
に

つ
い
て

、
買

主
の

変

更
が

あ
っ

た
と
き

は
、

新
た

に
買

主
と

な
る
者

を
自

動
車

の
取

得
者

及
び

自
動

車
の

所
有

者
と
み

な
し
て

、
自
動

車
税

を
課
す

る
。

 

３
 

自
動

車
製

造
業

者
、

自
動

車
販

売
業
者

又
は

施
行

令
第

4
4
条

の
２
に

規
定

す
る

自

動
車

を
取

得
し
た

者
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「

販
売

業
者

等
」

と
い

う
。

）
が

、

そ
の

製
造

に
よ
り

取
得

し
た

自
動

車
又

は
そ
の

販
売

の
た

め
そ

の
他

運
行
以

外
の

目

的
に

供
す

る
た
め

取
得

し
た

自
動

車
に

つ
い
て

、
当

該
販

売
業

者
等

が
、
道

路
運

送

車
両

法
第

７
条
第

１
項

（
新

規
登

録
の

申
請
）

に
規

定
す

る
新

規
登

録
（
以

下
こ

の

節
に

お
い

て
「
新

規
登

録
」

と
い

う
。

）
を
受

け
た

場
合

（
当

該
新

規
登
録

前
に

第

１
項

の
規

定
の
適

用
を

受
け

る
売

買
契

約
の
締

結
が

行
わ

れ
た

場
合

を
除
く

。
）

に

は
、

当
該

販
売

業
者

等
を

自
動

車
の

取
得

者
と

み
な

し
て

、
環

境
性

能
割

を
課

す

る
。

 

４
 

法
の

施
行

地
外

で
自

動
車

を
取

得
し
た

者
が

、
当

該
自

動
車

を
持
ち

込
ん

で
運

行

の
用

に
供

し
た
場

合
に

は
、

当
該

自
動

車
を
運

行
の

用
に

供
す

る
者

を
自
動

車
の

取

得
者

と
み
な

し
て
、

環
境
性

能
割

を
課
す

る
。

 

  
（

種
別
割

の
課
税

免
除
）

 

第
1
0
5
条

0
次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当
す

る
自

動
車

（
第

２
号

及
び
第

３
号

に
掲

げ

る
自

動
車

に
あ
っ

て
は

、
知

事
の

承
認

を
受
け

た
も

の
に

限
る

。
）

に
対
し

て
は

、

種
別

割
 
を

課
さ
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

の
課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る
者

は
、

次
に

掲

げ
る

事
項

を
記
載

し
た

申
請

書
に

同
項

の
規
定

に
該

当
す

る
こ

と
を

証
す
る

書
類

を

添
付

し
て
、

こ
れ
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

  
（

環
境
性

能
割
の

課
税
標

準
）

 

第
1
0
5
条
の
２

0
環

境
性

能
割

の
課

税
標

準
は

、
法

第
1
5
6
条

（
環

境
性

能
割

の
課

税
標

準
）

に
規

定
す

る
通

常
の

取
得

価
額

（
第

1
0
5
条

の
1
2
第

２
項

に
お

い
て

「
通

常
の

取
得

価
額
」

と
い
う

。
）
と

す
る

。
 

  
（

環
境
性

能
割
の

税
率
）

 
 

0

                                 

第
1
0
5
条
の
３

法
第

1
5
7
条

第
１

項
各

号
（

環
境

性
能

割
の

税
率

）
に

掲
げ

る
自

動
車

（
法

第
1
4
9
条

第
１

項
（

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に
著

し
く

資
す

る
自
動

車
に

対
す

る
環

境
性

能
割
の

非
課

税
）

に
お

い
て

準
用
す

る
場

合

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除

く
。

）
に
対

し
て
課

す
る
環

境
性

能
割
の

税
率
は

、
1
0
0
分

の
１

と
す
る

。
 

２
 

法
第

1
5
7
条

第
２

項
各
号

に
掲

げ
る

自
動
車

（
法

第
1
4
9
条

第
１

項
及

び
前

項
の

規

定
の

適
用

を
受
け

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対
し

て
課

す
る

環
境

性
能

割
の
税

率
は

、

1
0
0
分
の

２
と
す

る
。

 

３
 

法
第

1
4
9
条

第
１

項
及

び
前

２
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

自
動

車
以

外
の

自
動

車
に

対
し
て

課
す
る

環
境
性

能
割

の
税
率

は
、

1
0
0
分

の
３

と
す

る
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

徴
収
の

方
法

）
 

第
1
0
5
条
の
４

0
環
境

性
能
割

の
徴

収
に
つ

い
て
は

、
申
告

納
付

の
方

法
に

よ
る

。
 

  
（

環
境
性

能
割
の

申
告
納

付
）

 

第
1
0
5
条
の
５

0
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動

車
の

区
分

に
応

じ
、

当
該
各

号
に

定
め

る
時

又
は

日
ま
で

に
、

環
境

性
能

割
の

課
税
標

準
額

、

環
境

性
能

割
額

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

載
し

た
法

第
1
6
0
条

第
１

項
（

環
境

性
能

割
の

申
告

納
付

）
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

を
知

事
に

提
出

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
申

告
に

係
る
環

境
性
能

割
額
を

納
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
 
新
規

登
録
を

受
け
る

自
動

車
 
当

該
新
規

登
録
の

時
 

 
(
2
)
0
道

路
運

送
車

両
法

第
1
3
条

第
１

項
（

移
転

登
録

）
の

規
定

に
よ

る
移

転
登

録

（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
移

転
登

録
」

と
い

う
。

）
を

受
け

る
べ

き
自

動
車

 
 

あ
当

該
移

転
登

録
を

受
け

る
べ

き
事

由
が

あ
っ

た
日

か
ら

1
5
日

を
経

過
す

る
日

（
そ

の
日
前

に
当
該

移
転
登

録
を

受
け
た

と
き
は

、
当

該
移

転
登

録
の

時
）

 

 
(
3
)
 
前

２
号

に
掲
げ

る
自

動
車

以
外
の

自
動
車

で
、
道

路
運

送
車

両
法

第
6
7
条

第
１

項
（

自
動

車
検
査

証
記

録
事

項
の

変
更

及
び
構

造
等

変
更

検
査

）
の

規
定
に

よ
る

自
動

車
検

査
証
の

変
更

記
録

を
受

け
る

べ
き
自

動
車

 
当

該
変

更
記

録
を
受

け
る

べ
き

事
由

が
あ
っ

た
日

か
ら

1
5
日
を

経
過

す
る

日
（

そ
の

日
前

に
当

該
変

更
記

録

を
受

け
た
と

き
は
、

当
該
変

更
記

録
の
時

）
 

 
(
4
)
 
前

３
号

に
掲
げ

る
自

動
車

以
外
の

自
動
車

 
当
該

自
動

車
の
取

得
の
日

か
ら

1
5

日
を

経
過
す

る
日

 

  
（

取
得
し

た
自
動

車
に
関

す
る

報
告
）
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0

                                 

第
1
0
5
条
の
３

法
第

1
5
7
条

第
１

項
各

号
（

環
境

性
能

割
の

税
率

）
に

掲
げ

る
自

動
車

（
法

第
1
4
9
条

第
１

項
（

同
条

第
２

項
又

は
第

３
項

（
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に
著

し
く

資
す

る
自
動

車
に

対
す

る
環

境
性

能
割
の

非
課

税
）

に
お

い
て

準
用
す

る
場

合

を
含

む
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除

く
。

）
に
対

し
て
課

す
る
環

境
性

能
割
の

税
率
は

、
1
0
0
分

の
１

と
す
る

。
 

２
 

法
第

1
5
7
条

第
２

項
各
号

に
掲

げ
る

自
動
車

（
法

第
1
4
9
条

第
１

項
及

び
前

項
の

規

定
の

適
用

を
受
け

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対
し

て
課

す
る

環
境

性
能

割
の
税

率
は

、

1
0
0
分
の

２
と
す

る
。

 

３
 

法
第

1
4
9
条

第
１

項
及

び
前

２
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

自
動

車
以

外
の

自
動

車
に

対
し
て

課
す
る

環
境
性

能
割

の
税
率

は
、

1
0
0
分

の
３

と
す

る
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

徴
収
の

方
法

）
 

第
1
0
5
条
の
４

0
環
境

性
能
割

の
徴

収
に
つ

い
て
は

、
申
告

納
付

の
方
法

に
よ

る
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

申
告
納

付
）

 

第
1
0
5
条
の
５

0
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動

車
の

区
分

に
応

じ
、

当
該
各

号
に

定
め

る
時

又
は

日
ま
で

に
、

環
境

性
能

割
の

課
税
標

準
額

、

環
境

性
能

割
額

そ
の

他
必

要
な

事
項

を
記

載
し

た
法

第
1
6
0
条

第
１

項
（

環
境

性
能

割
の

申
告

納
付

）
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

を
知

事
に

提
出

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
申

告
に

係
る
環

境
性
能

割
額
を

納
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
 
新
規

登
録
を

受
け
る

自
動

車
 
当

該
新
規

登
録
の

時
 

 
(
2
)
0
道

路
運

送
車

両
法

第
1
3
条

第
１

項
（

移
転

登
録

）
の

規
定

に
よ

る
移

転
登

録

（
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

「
移

転
登

録
」

と
い

う
。

）
を

受
け

る
べ

き
自

動
車

 
 

あ
当

該
移

転
登

録
を

受
け

る
べ

き
事

由
が

あ
っ

た
日

か
ら

1
5
日

を
経

過
す

る
日

（
そ

の
日
前

に
当
該

移
転
登

録
を

受
け
た

と
き
は

、
当

該
移

転
登

録
の

時
）

 

 
(
3
)
 
前

２
号

に
掲
げ

る
自

動
車

以
外
の

自
動
車

で
、
道

路
運

送
車

両
法

第
6
7
条

第
１

項
（

自
動

車
検
査

証
記

録
事

項
の

変
更

及
び
構

造
等

変
更

検
査

）
の

規
定
に

よ
る

自
動

車
検

査
証
の

変
更

記
録

を
受

け
る

べ
き
自

動
車

 
当

該
変

更
記

録
を
受

け
る

べ
き

事
由

が
あ
っ

た
日

か
ら

1
5
日
を

経
過

す
る

日
（

そ
の

日
前

に
当

該
変

更
記

録

を
受

け
た
と

き
は
、

当
該
変

更
記

録
の
時

）
 

 
(
4
)
 
前

３
号

に
掲
げ

る
自

動
車

以
外
の

自
動
車

 
当
該

自
動

車
の
取

得
の
日

か
ら

1
5

日
を

経
過
す

る
日

 

  
（

取
得
し

た
自
動

車
に
関

す
る

報
告
）

 

                                  

第
1
0
5
条
の
６

0
自

動
車

の
取

得
者

（
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

は
、

前
条

各
号

に
掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
時

又
は

日
ま
で

に
、

当
該

自
動

車
の

取
得
者

が
取

得
し

た
自

動
車

に
つ
い

て
必

要

な
事

項
を

記
載

し
た

法
第

1
6
0
条

第
２

項
（

環
境

性
能

割
の

申
告

納
付

）
の

規
定

に

よ
る

報
告
書

を
知
事

に
提
出

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

納
付
の

方
法

）
 

第
1
0
5
条
の
７

0
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

は
、

環
境

性
能

割
額

を
納

付
す

る
場

合

（
当

該
環

境
性
能

割
額

に
係

る
延

滞
金

額
を
納

付
す

る
場

合
を

含
む

。
）
に

は
、

当

該
環

境
性

能
割
額

（
当

該
環

境
性

能
割

額
に
係

る
延

滞
金

額
を

含
む

。
）
に

相
当

す

る
現

金
を
納

付
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

減
免
）

 

第
1
0
5
条
の
８

0
知

事
は

、
天

災
そ

の
他

の
災

害
に

よ
り

滅
失

又
は

損
壊

を
し

た
自

動
車

又
は

道
路

運
送
車

両
法

第
３

条
（

自
動

車
の
種

別
）

に
規

定
す

る
軽

自
動
車

の
う

ち

三
輪

以
上

の
も
の

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
「

被
災

自
動

車
等

」
と

い
う
。

）
の

所

有
者

（
第

1
0
3
条

の
２

第
１

項
又

は
法

第
4
4
4
条

第
１

項
（

軽
自

動
車

税
の

み
な

す
課

税
）

に
規

定
す
る

場
合

に
は

、
こ

れ
ら

の
規
定

に
規

定
す

る
買

主
）

が
当
該

被
災

自

動
車

等
に

代
わ
る

も
の

と
知

事
が

認
め

る
自
動

車
（

以
下

こ
の

項
に

お
い
て

「
代

替

自
動

車
」

と
い
う

。
）

を
当

該
滅

失
又

は
損
壊

を
し

た
日

か
ら

６
月

以
内
に

取
得

し

た
場

合
に

は
、
当

該
代

替
自

動
車

に
対

し
て
課

す
る

環
境

性
能

割
を

免
除
す

る
こ

と

が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申

請
書

に
同

項
の

規
定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る
書

類
を

添

付
し

て
、
こ

れ
を
知

事
に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
年
度

及
び
税

額
 

 
(
2
)
 
自
動

車
登
録

番
号

 

 
(
3
)
 
前
２

号
に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か
、

知
事
が

必
要
と

認
め

る
事

項
 

 第
1
0
5
条
の
９

0
知

事
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対

し
て

は
、

環
境

性
能
割

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
0
医

療
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
1
条

（
公

的
医

療
機

関
）

に
規

定
す

る
公

的
医

療
機
関

の
開

設
者

に
よ

る
救

急
自
動

車
又

は
へ

き
地

に
お

け
る
巡

回
診

療
の

用
に
供

す
る
自

動
車
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第
1
0
5
条
の
６

0
自

動
車

の
取

得
者

（
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

を
除

く
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同
じ

。
）

は
、

前
条

各
号

に
掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
時

又
は

日
ま
で

に
、

当
該

自
動

車
の

取
得
者

が
取

得
し

た
自

動
車

に
つ
い

て
必

要

な
事

項
を

記
載

し
た

法
第

1
6
0
条

第
２

項
（

環
境

性
能

割
の

申
告

納
付

）
の

規
定

に

よ
る

報
告
書

を
知
事

に
提
出

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

納
付
の

方
法

）
 

第
1
0
5
条
の
７

0
環

境
性

能
割

の
納

税
義

務
者

は
、

環
境

性
能

割
額

を
納

付
す

る
場

合

（
当

該
環

境
性
能

割
額

に
係

る
延

滞
金

額
を
納

付
す

る
場

合
を

含
む

。
）
に

は
、

当

該
環

境
性

能
割
額

（
当

該
環

境
性

能
割

額
に
係

る
延

滞
金

額
を

含
む

。
）
に

相
当

す

る
現

金
を
納

付
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

  
（

環
境
性

能
割
の

減
免
）

 

第
1
0
5
条
の
８

0
知

事
は

、
天

災
そ

の
他

の
災

害
に

よ
り

滅
失

又
は

損
壊

を
し

た
自

動
車

又
は

道
路

運
送
車

両
法

第
３

条
（

自
動

車
の
種

別
）

に
規

定
す

る
軽

自
動
車

の
う

ち

三
輪

以
上

の
も
の

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
「

被
災

自
動

車
等

」
と

い
う
。

）
の

所

有
者

（
第

1
0
3
条

の
２

第
１

項
又

は
法

第
4
4
4
条

第
１

項
（

軽
自

動
車

税
の

み
な

す
課

税
）

に
規

定
す
る

場
合

に
は

、
こ

れ
ら

の
規
定

に
規

定
す

る
買

主
）

が
当
該

被
災

自

動
車

等
に

代
わ
る

も
の

と
知

事
が

認
め

る
自
動

車
（

以
下

こ
の

項
に

お
い
て

「
代

替

自
動

車
」

と
い
う

。
）

を
当

該
滅

失
又

は
損
壊

を
し

た
日

か
ら

６
月

以
内
に

取
得

し

た
場

合
に

は
、
当

該
代

替
自

動
車

に
対

し
て
課

す
る

環
境

性
能

割
を

免
除
す

る
こ

と

が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申

請
書

に
同

項
の

規
定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る
書

類
を

添

付
し

て
、
こ

れ
を
知

事
に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
年
度

及
び
税

額
 

 
(
2
)
 
自
動

車
登
録

番
号

 

 
(
3
)
 
前
２

号
に
掲

げ
る
も

の
の

ほ
か
、

知
事
が

必
要
と

認
め

る
事

項
 

 第
1
0
5
条
の
９

0
知

事
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対

し
て

は
、

環
境

性
能
割

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
0
医

療
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
1
条

（
公

的
医

療
機

関
）

に
規

定
す

る
公

的
医

療
機
関

の
開

設
者

に
よ

る
救

急
自
動

車
又

は
へ

き
地

に
お

け
る
巡

回
診

療
の

用
に
供

す
る
自

動
車

 

                                  

(
2
)
0
消
防

専
用

自
動

車
そ

の
他

公
益

の
た

め
直
接

専
用

す
る

自
動

車
で

知
事
が

必
要

が
あ

る
と
認

め
る
も

の
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

1
0
5
条

の
５

の
規

定
に
よ

り
そ

の
税

額
を

納
付

す
る
と

き
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記

載
し

た
申

請
書
に

免
除

を
必

要
と

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
、

こ
れ

を

知
事

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
3
)
0
免

除
を

必
要
と

す
る
事

由
 

(
4
)
0
前

３
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

 第
1
0
5
条
の

1
0
0
知

事
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対

し
て

は
、

環
境

性
能
割

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
0
身
体

に
障

害
を

有
す

る
者

で
規

則
で

定
め
る

も
の

（
以

下
「

身
体

障
害
者

」
と

い
う

。
）
が

専
ら
運

転
す
る

自
動

車
で
、

当
該
身

体
障

害
者

が
取

得
し

た
も

の
 

(
2
)
0
専
ら

心
身

障
害

者
（

身
体

障
害

者
又

は
精
神

に
著

し
い

障
害

を
有

す
る
者

で
規

則
で

定
め

る
も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

た
め

に
当

該
心

身
障

害
者
と

生
計

を
一

に
す

る
者
又

は
当

該
心

身
障

害
者

を
常
時

介
護

す
る

者
が

運
転

す
る
自

動
車

で
、

当
該

心
身
障

害
者

又
は

当
該

生
計

を
一
に

す
る

者
若

し
く

は
当

該
常
時

介
護

す
る

者
が
取

得
し
た

も
の

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

環
境

性
能

割
の
免

除
は

、
心

身
障

害
者

１
人
に

つ
き

１
台

に

限
り

行
う

も
の
と

し
、

市
町

村
に

お
い

て
道
路

運
送

車
両

法
第

３
条

（
自
動

車
の

種

別
）

に
規

定
す
る

軽
自

動
車

に
係

る
軽

自
動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

課
税
免

除
又

は

減
免

を
受
け

て
い
る

場
合
は

、
同

項
の
規

定
は
適

用
し

な
い

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
環

境
性

能
割

の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
1
0
5

条
の

５
の

規
定
に

よ
り

そ
の

税
額

を
納

付
す
る

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を

記
載

し
た

申
請

書
を

知
事

に
提

出
す

る
と

と
も

に
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

当
該

申
請
に

係
る

自
動

車
を

運
転

す
る
者

に
係

る
運

転
免

許
証

又
は
免

許
情

報

記
録

個
人

番
号
カ

ー
ド

（
道

路
交

通
法

第
9
5
条

の
２

第
４

項
（

特
定

免
許

情
報

の
記

録
等

）
に

規
定

す
る

免
許

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

い
う

。
第

1
1
6
条

第
４

項

に
お

い
て

同
じ

。
）

そ
の

他
規

則
で

定
め

る
書

類
等

を
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
心

身
障

害
者
の

住
所
、

氏
名

及
び
生

年
月
日
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(
2
)
0
消
防

専
用

自
動

車
そ

の
他

公
益

の
た

め
直
接

専
用

す
る

自
動

車
で

知
事
が

必
要

が
あ

る
と
認

め
る
も

の
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

1
0
5
条

の
５

の
規

定
に
よ

り
そ

の
税

額
を

納
付

す
る
と

き
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記

載
し

た
申

請
書
に

免
除

を
必

要
と

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
、

こ
れ

を

知
事

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
3
)
0
免

除
を

必
要
と

す
る
事

由
 

(
4
)
0
前

３
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

 第
1
0
5
条
の

1
0
0
知

事
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対

し
て

は
、

環
境

性
能
割

を
免
除

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

(
1
)
0
身
体

に
障

害
を

有
す

る
者

で
規

則
で

定
め
る

も
の

（
以

下
「

身
体

障
害
者

」
と

い
う

。
）
が

専
ら
運

転
す
る

自
動

車
で
、

当
該
身

体
障

害
者

が
取

得
し

た
も

の
 

(
2
)
0
専
ら

心
身

障
害

者
（

身
体

障
害

者
又

は
精
神

に
著

し
い

障
害

を
有

す
る
者

で
規

則
で

定
め

る
も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
の

た
め

に
当

該
心

身
障

害
者
と

生
計

を
一

に
す

る
者
又

は
当

該
心

身
障

害
者

を
常
時

介
護

す
る

者
が

運
転

す
る
自

動
車

で
、

当
該

心
身
障

害
者

又
は

当
該

生
計

を
一
に

す
る

者
若

し
く

は
当

該
常
時

介
護

す
る

者
が
取

得
し
た

も
の

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

環
境

性
能

割
の
免

除
は

、
心

身
障

害
者

１
人
に

つ
き

１
台

に

限
り

行
う

も
の
と

し
、

市
町

村
に

お
い

て
道
路

運
送

車
両

法
第

３
条

（
自
動

車
の

種

別
）

に
規

定
す
る

軽
自

動
車

に
係

る
軽

自
動
車

税
の

環
境

性
能

割
の

課
税
免

除
又

は

減
免

を
受
け

て
い
る

場
合
は

、
同

項
の
規

定
は
適

用
し

な
い

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
環

境
性

能
割

の
免

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
1
0
5

条
の

５
の

規
定
に

よ
り

そ
の

税
額

を
納

付
す
る

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を

記
載

し
た

申
請

書
を

知
事

に
提

出
す

る
と

と
も

に
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ

り
、

当
該

申
請
に

係
る

自
動

車
を

運
転

す
る
者

に
係

る
運

転
免

許
証

又
は
免

許
情

報

記
録

個
人

番
号
カ

ー
ド

（
道

路
交

通
法

第
9
5
条

の
２

第
４

項
（

特
定

免
許

情
報

の
記

録
等

）
に

規
定

す
る

免
許

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
を

い
う

。
第

1
1
6
条

第
４

項

に
お

い
て

同
じ

。
）

そ
の

他
規

則
で

定
め

る
書

類
等

を
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
心

身
障

害
者
の

住
所
、

氏
名

及
び
生

年
月
日

 

                                  

(
3
)
0
障
害

名
、

障
害

の
程

度
、

障
害

の
級

別
等
並

び
に

こ
れ

ら
を

証
す

る
証
明

書
の

交
付

番
号
及

び
交
付

年
月
日

 

(
4
)
0
自

動
車

を
運
転

す
る
者

の
住

所
、
氏

名
及
び

当
該
心

身
障

害
者
と

の
関
係

 

(
5
)
0
当
該

運
転

免
許

証
又

は
当

該
免

許
情

報
記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

係
る
免

許
情

報
記

録
（

道
路
交

通
法

第
9
5
条

の
２

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
免

許
情
報

記
録

を
い

う
。

第
1
1
6
条

第
４

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

番
号

、
有

効
期

限
、

運
転

免

許
の

種
類
及

び
条
件

が
付
さ

れ
て

い
る
場

合
に
は

そ
の

条
件

 

(
6
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
7
)
0
前

各
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

 第
1
0
5
条
の

1
1
0
知

事
は

、
構

造
上

心
身

障
害

者
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
自

動
車

の
う

ち
、

専
ら

当
該
用

途
に

供
さ

れ
る

と
認

め
る
も

の
（

前
条

第
１

項
各

号
に
規

定
す

る

自
動

車
を
除

く
。
）

に
対
し

て
は

、
環
境

性
能
割

を
免

除
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

1
0
5
条

の
５

の
規

定
に
よ

り
そ

の
税

額
を

納
付

す
る
と

き
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記

載
し

た
申

請
書
に

免
除

を
必

要
と

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
、

こ
れ

を

知
事

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
3
)
0
構

造
変

更
の
内

容
 

(
4
)
0
免

除
を

必
要
と

す
る
事

由
 

(
5
)
0
前

各
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

 第
1
0
5
条
の

1
2
0
知

事
は

、
構

造
上

心
身

障
害

者
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
自

動
車

で
心

身
障

害
者

以
外
の

者
の

利
用

に
も

併
せ

て
供
さ

れ
る

も
の

又
は

専
ら

身
体
障

害
者

が

運
転

す
る

た
め

の
構

造
変

更
が

な
さ

れ
た

営
業

用
の

自
動

車
（

第
1
0
5
条

の
1
0
第

１

項
及

び
前

条
第
１

項
に

規
定

す
る

自
動

車
を
除

く
。

）
に

対
し

て
は

、
環
境

性
能

割

を
減

額
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
を

減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額

す
べ

き
額

は
、

当
該

自
動
車

の
通

常
の

取
得

価
額

の
う
ち

、
心

身
障

害
者

の
利

用
に
供

す
る

た

め
の

構
造

変
更
又

は
身

体
障

害
者

が
運

転
す
る

た
め

の
構

造
変

更
に

要
し
た

金
額

に

当
該

自
動

車
に

係
る

環
境

性
能

割
の

税
率

を
乗

じ
て

得
た

額
に

相
当

す
る

額
と

す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
環

境
性

能
割

の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
1
0
5
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(
3
)
0
障
害

名
、

障
害

の
程

度
、

障
害

の
級

別
等
並

び
に

こ
れ

ら
を

証
す

る
証
明

書
の

交
付

番
号
及

び
交
付

年
月
日

 

(
4
)
0
自

動
車

を
運
転

す
る
者

の
住

所
、
氏

名
及
び

当
該
心

身
障

害
者
と

の
関
係

 

(
5
)
0
当
該

運
転

免
許

証
又

は
当

該
免

許
情

報
記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

係
る
免

許
情

報
記

録
（

道
路
交

通
法

第
9
5
条

の
２

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
免

許
情
報

記
録

を
い

う
。

第
1
1
6
条

第
４

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
の

番
号

、
有

効
期

限
、

運
転

免

許
の

種
類
及

び
条
件

が
付
さ

れ
て

い
る
場

合
に
は

そ
の

条
件

 

(
6
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
7
)
0
前

各
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

 第
1
0
5
条
の

1
1
0
知

事
は

、
構

造
上

心
身

障
害

者
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
自

動
車

の
う

ち
、

専
ら

当
該
用

途
に

供
さ

れ
る

と
認

め
る
も

の
（

前
条

第
１

項
各

号
に
規

定
す

る

自
動

車
を
除

く
。
）

に
対
し

て
は

、
環
境

性
能
割

を
免

除
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
の

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
第

1
0
5
条

の
５

の
規

定
に
よ

り
そ

の
税

額
を

納
付

す
る
と

き
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記

載
し

た
申

請
書
に

免
除

を
必

要
と

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
、

こ
れ

を

知
事

に
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
3
)
0
構

造
変

更
の
内

容
 

(
4
)
0
免

除
を

必
要
と

す
る
事

由
 

(
5
)
0
前

各
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

 第
1
0
5
条
の

1
2
0
知

事
は

、
構

造
上

心
身

障
害

者
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
自

動
車

で
心

身
障

害
者

以
外
の

者
の

利
用

に
も

併
せ

て
供
さ

れ
る

も
の

又
は

専
ら

身
体
障

害
者

が

運
転

す
る

た
め

の
構

造
変

更
が

な
さ

れ
た

営
業

用
の

自
動

車
（

第
1
0
5
条

の
1
0
第

１

項
及

び
前

条
第
１

項
に

規
定

す
る

自
動

車
を
除

く
。

）
に

対
し

て
は

、
環
境

性
能

割

を
減

額
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

環
境

性
能

割
を

減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額

す
べ

き
額

は
、

当
該

自
動
車

の
通

常
の

取
得

価
額

の
う
ち

、
心

身
障

害
者

の
利

用
に
供

す
る

た

め
の

構
造

変
更
又

は
身

体
障

害
者

が
運

転
す
る

た
め

の
構

造
変

更
に

要
し
た

金
額

に

当
該

自
動

車
に

係
る

環
境

性
能

割
の

税
率

を
乗

じ
て

得
た

額
に

相
当

す
る

額
と

す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
環

境
性

能
割

の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

第
1
0
5

           
（

自
動
車

税
の
税

率
）

 

第
1
0
6
条

0
次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動

車
に
対

し
て

課
す

る
自

動
車

税
の

税
率

は
、

１
台

に
つ

い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号

に
定
め

る
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
乗
用

車
（
三

輪
の
小

型
自

動
車
で

あ
る
も

の
を
除

く
。

）
 

 
 

ア
 
営

業
用

 

 
 

 
(
ｱ
)
～
(
ｺ
)
 

略
 

 
 

 
(
ｻ
)
0
電

気
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
（

自
動

車
税

の
税

率
の

特

例
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

規
定

す
る
電

気
自

動
車
を

い
う
。

以
下
同

じ
。

）
 
年

額
 
7
,
5
0
0
円

 

 
 

イ
 
略

 

 
(
2
)
～

(
5
)
 

略
 

２
 

前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う
ち

最
大

乗
車

定
員

が
４

人
以
上

で
あ

る
も

の

に
対

し
て

課
す
る

自
動

車
税

の
税

率
は

、
同

項
（

同
号

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）

の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

同
号

に
定

め
る

額
に
、

次
の

各
号

の
区

分
に

応
じ
当

該
各

号

に
定

め
る
額

を
、
そ

れ
ぞ
れ

加
算

し
た
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

  
（

自
動
車

税
の
賦

課
期
日

）
 

第
1
0
7
条

0
自

動
車
税

の
賦
課

期
日

は
、
４

月
１
日

と
す
る

。
 

  
（

自
動
車

税
の
納

期
）

 

第
1
0
8
条

0
自

動
車
税

の
納
期

は
、

５
月

1
6
日

か
ら

同
月

3
1
日
ま

で
と
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
発

生
し
た

場
合

そ
の

他
特

別
の

事
情
が

あ
る

場
合

に

お
け

る
自

動
車
税

で
普

通
徴

収
の

方
法

に
よ

り
徴

収
す

る
も

の
の

納
期

は
、

納
税

通

条
の

５
の

規
定
に

よ
り

そ
の

税
額

を
納

付
す
る

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を

記
載

し
た

申
請
書

に
減

額
を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
て

、
こ

れ

を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
3
)
0
構

造
変

更
の
内

容
 

(
4
)
0
構

造
変

更
に
要

し
た
金

額
 

(
5
)
0
減

額
を

必
要
と

す
る
事

由
 

(
6
)
0
前

各
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

  
（

種
別
割

の
税
率

）
 

第
1
0
6
条

0
次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動

車
に
対

し
て

課
す

る
種

別
割

 
の
税

率
は

、
１

台

に
つ

い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号

に
定
め

る
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
乗
用

車
（
三

輪
の
小

型
自

動
車
で

あ
る
も

の
を
除

く
。

）
 

 
 

ア
 

営
業

用
 

 
 

 
(
ｱ
)
～
(
ｺ
)
 

略
 

 
 

 
(
ｻ
)
0
電

気
自

動
車

（
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

１
号

（
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に

著
し

く
資

す
る

自
動

車
に

対
す

る
環

境
性

能
割

の
非

課
税

）
に

規
定

す
る
電

気
自

動
車

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）
 
年

額
 

7
,
5
0
0
円

 

 
 

イ
 

略
 

(
2
)
～
(
5
)
 

略
 

２
 

前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う

ち
最

大
乗

車
定

員
が

４
人

以
上

で
あ

る
も

の

に
対

し
て

課
す
る

種
別

割
 

の
税

率
は

、
同
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

同
号

に
定

め
る

額
に
、

次
の

各
号

の
区

分
に

応
じ
当

該
各

号

に
定

め
る
額

を
、
そ

れ
ぞ
れ

加
算

し
た
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

  
（

種
別
割

の
賦
課

期
日
）

 

第
1
0
7
条

0
種

別
割

 
の

賦
課

期
日

は
、

４
月

１
日

と
す
る

。
 

  
（

種
別
割

の
納
期

）
 

第
1
0
8
条

0
種

別
割

 
の

納
期

は
、

５
月
1
6
日

か
ら

同
月

3
1
日
ま

で
と
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
発

生
し
た

場
合

そ
の

他
特

別
の

事
情
が

あ
る

場
合

に

お
け

る
種

別
割

 
で

普
通

徴
収

の
方

法
に

よ
り

徴
収

す
る

も
の

の
納

期
は

、
納

税
通
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（

自
動
車

税
の
税

率
）

 

第
1
0
6
条

0
次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動

車
に
対

し
て

課
す

る
自

動
車

税
の
税

率
は

、
１

台

に
つ

い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号

に
定
め

る
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
乗
用

車
（
三

輪
の
小

型
自

動
車
で

あ
る
も

の
を
除

く
。

）
 

 
 

ア
 
営

業
用

 

 
 

 
(
ｱ
)
～
(
ｺ
)
 

略
 

 
 

 
(
ｻ
)
0
電

気
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
（

自
動

車
税

の
税

率
の

特

例
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

規
定

す
る
電

気
自

動
車
を

い
う
。

以
下
同

じ
。

）
 
年

額
 
7
,
5
0
0
円

 

 
 

イ
 
略

 

 
(
2
)
～

(
5
)
 

略
 

２
 

前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う
ち

最
大

乗
車

定
員

が
４

人
以
上

で
あ

る
も

の

に
対

し
て

課
す
る

自
動

車
税

の
税

率
は

、
同
項

（
同

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

同
号

に
定

め
る

額
に
、

次
の

各
号

の
区

分
に

応
じ
当

該
各

号

に
定

め
る
額

を
、
そ

れ
ぞ
れ

加
算

し
た
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

  
（

自
動
車

税
の
賦

課
期
日

）
 

第
1
0
7
条

0
自

動
車
税

の
賦
課

期
日

は
、
４

月
１
日

と
す
る

。
 

  
（

自
動
車

税
の
納

期
）

 

第
1
0
8
条

0
自

動
車
税

の
納
期

は
、

５
月

1
6
日

か
ら

同
月

3
1
日
ま

で
と
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
発

生
し
た

場
合

そ
の

他
特

別
の

事
情
が

あ
る

場
合

に

お
け

る
自

動
車
税

で
普

通
徴

収
の

方
法

に
よ

り
徴

収
す

る
も

の
の

納
期

は
、

納
税

通

条
の

５
の

規
定
に

よ
り

そ
の

税
額

を
納

付
す
る

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を

記
載

し
た

申
請
書

に
減

額
を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
て

、
こ

れ

を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
0
年

度
及

び
税
額

 

(
2
)
0
自

動
車

登
録
番

号
 

(
3
)
0
構

造
変

更
の
内

容
 

(
4
)
0
構

造
変

更
に
要

し
た
金

額
 

(
5
)
0
減

額
を

必
要
と

す
る
事

由
 

(
6
)
0
前

各
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
知

事
が
必

要
と
認

め
る

事
項

 

  
（

種
別
割

の
税
率

）
 

第
1
0
6
条

0
次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動

車
に
対

し
て

課
す

る
種

別
割

 
の
税

率
は

、
１

台

に
つ

い
て
、

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号

に
定
め

る
額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
乗
用

車
（
三

輪
の
小

型
自

動
車
で

あ
る
も

の
を
除

く
。

）
 

 
 

ア
 

営
業

用
 

 
 

 
(
ｱ
)
～
(
ｺ
)
 

略
 

 
 

 
(
ｻ
)
0
電

気
自

動
車

（
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

１
号

（
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に

著
し

く
資

す
る

自
動

車
に

対
す

る
環

境
性

能
割

の
非

課
税

）
に

規
定

す
る
電

気
自

動
車

を
い

う
。

以
下
同

じ
。

）
 
年

額
 

7
,
5
0
0
円

 

 
 

イ
 

略
 

(
2
)
～
(
5
)
 

略
 

２
 

前
項

第
２

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う

ち
最

大
乗

車
定

員
が

４
人

以
上

で
あ

る
も

の

に
対

し
て

課
す
る

種
別

割
 

の
税

率
は

、
同
項

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
の

規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、

同
号

に
定

め
る

額
に
、

次
の

各
号

の
区

分
に

応
じ
当

該
各

号

に
定

め
る
額

を
、
そ

れ
ぞ
れ

加
算

し
た
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

  
（

種
別
割

の
賦
課

期
日
）

 

第
1
0
7
条

0
種

別
割

 
の

賦
課

期
日

は
、

４
月

１
日

と
す
る

。
 

  
（

種
別
割

の
納
期

）
 

第
1
0
8
条

0
種

別
割

 
の

納
期

は
、

５
月
1
6
日

か
ら

同
月

3
1
日
ま

で
と
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
発

生
し
た

場
合

そ
の

他
特

別
の

事
情
が

あ
る

場
合

に

お
け

る
種

別
割

 
で

普
通

徴
収

の
方

法
に

よ
り

徴
収

す
る

も
の

の
納

期
は

、
納

税
通

知
書

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

  
（

自
動
車

税
の
納

税
義
務

の
発

生
、
消

滅
等
に

伴
う
賦

課
）

 

第
1
0
9
条

0
第

1
0
7
条

に
規

定
す

る
自

動
車

税
の

賦
課

期
日

（
以

下
こ

の
条

及
び

次
条

第

２
項

に
お

い
て
「

賦
課

期
日

」
と

い
う

。
）
後

に
納

税
義

務
が

発
生

し
た
者

に
は

、

そ
の

発
生
し

た
月
の

翌
月
か

ら
、

月
割
を

も
っ
て

、
自
動

車
税

を
課
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
消

滅
し
た

者
に

は
、

そ
の

消
滅

し
た
月

ま
で

、
月

割

を
も

っ
て
、

自
動
車

税
を
課

す
る

。
 

３
 

賦
課

期
日

後
に

用
途

そ
の

他
の

自
動
車

の
諸

元
の

変
更

に
よ

り
適
用

す
べ

き
自

動

車
税

の
税

率
に
異

動
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
当

該
自

動
車

に
対

し
て

課
す
る

自
動

車

税
の

納
税

義
務
者

に
は

、
当

該
年

度
に

つ
い
て

は
、

異
動

前
の

適
用

す
べ
き

自
動

車

税
の

税
率
に

よ
り
、

自
動
車

税
を

課
す
る

。
 

４
 

賦
課

期
日

後
に

そ
の

主
た

る
定

置
場
が

他
の

都
道

府
県

に
変

更
さ
れ

た
場

合
又

は

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
は

、
当

該
年

度
の

末
日

に
当
該

変
更

が

あ
っ

た
も

の
と
み

な
し

て
、

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
た

だ
し

、

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て

、
変

更
前

の
所

有
者
又

は
変

更

後
の

所
有

者
の
い

ず
れ

か
が

、
こ

の
項

以
外
の

法
令

の
規

定
に

基
づ

き
当
該

自
動

車

に
対

し
て

自
動

車
税

を
課
さ

れ
な

い
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
（

自
動
車

税
の
徴

収
の
方

法
）

 

第
1
1
0
条

0
自

動
車
税

の
徴
収

は
、

普
通
徴

収
の
方

法
に
よ

る
。

 

２
 

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

）
第

７
条

第
１

項
（

新
規

登
録

の

申
請

）
に

規
定
す

る
新

規
登

録
（

次
条

に
お
い

て
「

新
規

登
録

」
と

い
う
。

）
の

申

請
が

あ
っ

た
自
動

車
に

つ
い

て
前

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
課

す
る

自
動
車

税
の

徴

収
に

つ
い

て
は
、

賦
課

期
日

後
翌

年
２

月
末
日

ま
で

の
間

に
納

税
義

務
が
発

生
し

た

場
合

に
限
り

、
前
項

の
規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

る
。

 

３
 

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
自

動
車

に
つ

い
て

自
動

車
税

を

払
い

込
む

と
き
は

、
当

該
自

動
車

税
の

額
に
相

当
す

る
現

金
を

納
付

し
た
後

、
当

該

自
動

車
に

つ
い

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
す

る
申

告
書

に
、

納
税

済

印
の

押
印
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

４
 

前
項

の
申

告
書

の
提

出
が

な
か

っ
た
こ

と
に

よ
り

、
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
自

動

車
税

を
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

っ
て

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該

自
動

車
税

の
徴
収

に
つ

い
て
は

、
普
通

徴
収
の

方
法

に
よ
る

。
 

 

知
書

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

  
（

種
別
割

の
納
税

義
務
の

発
生

、
消
滅

等
に
伴

う
賦
課

）
 

第
1
0
9
条

0
第

1
0
7
条

に
規

定
す

る
種

別
割

 
の

賦
課

期
日

（
以

下
こ

の
条

及
び

次
条

第

２
項

に
お

い
て
「

賦
課

期
日

」
と

い
う

。
）
後

に
納

税
義

務
が

発
生

し
た

者
に

は
、

そ
の

発
生
し

た
月
の

翌
月
か

ら
、

月
割
を

も
っ
て

、
種
別

割
 

を
課
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
消

滅
し
た

者
に

は
、

そ
の

消
滅

し
た
月

ま
で

、
月

割

を
も

っ
て
、

種
別
割

 
を
課

す
る

。
 

３
 

賦
課

期
日

後
に

用
途

そ
の

他
の

自
動
車

の
諸

元
の

変
更

に
よ

り
適
用

す
べ

き
種

別

割
 

の
税
率

に
異
動

が
あ
っ

た
場

合
に
は

、
当
該

自
動
車

に
対

し
て
課

す
る

種
別

割
 

 
の

納
税
義

務
者
に

は
、
当

該
年

度
に
つ

い
て
は

、
異
動

前
の

適
用

す
べ

き
種

別
割

 

 
の

税
率
に

よ
り
、

種
別
割

 
を

課
す
る

。
 

４
 

賦
課

期
日

後
に

そ
の

主
た

る
定

置
場
が

他
の

都
道

府
県

に
変

更
さ
れ

た
場

合
又

は

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
は

、
当

該
年

度
の

末
日

に
当
該

変
更

が

あ
っ

た
も

の
と
み

な
し

て
、

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
た

だ
し

、

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て

、
変

更
前

の
所

有
者
又

は
変

更

後
の

所
有

者
の
い

ず
れ

か
が

、
こ

の
項

以
外
の

法
令

の
規

定
に

基
づ

き
当
該

自
動

車

に
対

し
て

種
別

割
 

を
課
さ

れ
な

い
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
（

種
別
割

の
徴
収

の
方
法

）
 

第
1
1
0
条

0
種

別
割

 
の

徴
収

は
、

普
通
徴

収
の
方

法
に
よ

る
。

 

２
 

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

）
第

７
条

第
１

項
（

新
規

登
録

の

申
請

）
に

規
定
す

る
新

規
登

録
（

次
条

に
お
い

て
「

新
規

登
録

」
と

い
う
。

）
の

申

請
が

あ
っ

た
自
動

車
に

つ
い

て
前

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
課

す
る

種
別
割

 
の

徴

収
に

つ
い

て
は
、

賦
課

期
日

後
翌

年
２

月
末
日

ま
で

の
間

に
納

税
義

務
が
発

生
し

た

場
合

に
限
り

、
前
項

の
規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

る
。

 

３
 

種
別

割
 

の
納

税
義

務
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
自

動
車

に
つ

い
て

種
別

割
 

を

払
い

込
む

と
き
は

、
当

該
種

別
割

 
の

額
に
相

当
す

る
現

金
を

納
付

し
た
後

、
当

該

自
動

車
に

つ
い

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
す

る
申

告
書

に
、

納
税

済

印
の

押
印
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

４
 

前
項

の
申

告
書

の
提

出
が

な
か

っ
た
こ

と
に

よ
り

、
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
種

別

割
 

を
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

っ
て

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該

種
別

割
 

の
徴
収

に
つ

い
て
は

、
普
通

徴
収
の

方
法

に
よ
る

。
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知
書

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

  
（

自
動
車

税
の
納

税
義
務

の
発

生
、
消

滅
等
に

伴
う
賦

課
）

 

第
1
0
9
条

0
第

1
0
7
条

に
規

定
す

る
自

動
車

税
の

賦
課

期
日

（
以

下
こ

の
条

及
び

次
条

第

２
項

に
お

い
て
「

賦
課

期
日

」
と

い
う

。
）
後

に
納

税
義

務
が

発
生

し
た
者

に
は

、

そ
の

発
生
し

た
月
の

翌
月
か

ら
、

月
割
を

も
っ
て

、
自
動

車
税

を
課
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
消

滅
し
た

者
に

は
、

そ
の

消
滅

し
た
月

ま
で

、
月

割

を
も

っ
て
、

自
動
車

税
を
課

す
る

。
 

３
 

賦
課

期
日

後
に

用
途

そ
の

他
の

自
動
車

の
諸

元
の

変
更

に
よ

り
適
用

す
べ

き
自

動

車
税

の
税

率
に
異

動
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、
当

該
自

動
車

に
対

し
て

課
す
る

自
動

車

税
の

納
税

義
務
者

に
は

、
当

該
年

度
に

つ
い
て

は
、

異
動

前
の

適
用

す
べ
き

自
動

車

税
の

税
率
に

よ
り
、

自
動
車

税
を

課
す
る

。
 

４
 

賦
課

期
日

後
に

そ
の

主
た

る
定

置
場
が

他
の

都
道

府
県

に
変

更
さ
れ

た
場

合
又

は

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
は

、
当

該
年

度
の

末
日

に
当
該

変
更

が

あ
っ

た
も

の
と
み

な
し

て
、

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
た

だ
し

、

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て

、
変

更
前

の
所

有
者
又

は
変

更

後
の

所
有

者
の
い

ず
れ

か
が

、
こ

の
項

以
外
の

法
令

の
規

定
に

基
づ

き
当
該

自
動

車

に
対

し
て

自
動

車
税

を
課
さ

れ
な

い
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
（

自
動
車

税
の
徴

収
の
方

法
）

 

第
1
1
0
条

0
自

動
車
税

の
徴
収

は
、

普
通
徴

収
の
方

法
に
よ

る
。

 

２
 

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

）
第

７
条

第
１

項
（

新
規

登
録

の

申
請

）
に

規
定
す

る
新

規
登

録
（

次
条

に
お
い

て
「

新
規

登
録

」
と

い
う
。

）
の

申

請
が

あ
っ

た
自
動

車
に

つ
い

て
前

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
課

す
る

自
動
車

税
の

徴

収
に

つ
い

て
は
、

賦
課

期
日

後
翌

年
２

月
末
日

ま
で

の
間

に
納

税
義

務
が
発

生
し

た

場
合

に
限
り

、
前
項

の
規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

る
。

 

３
 

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
自

動
車

に
つ

い
て

自
動

車
税

を

払
い

込
む

と
き
は

、
当

該
自

動
車

税
の

額
に

相
当

す
る

現
金

を
納

付
し

た
後

、
当

該

自
動

車
に

つ
い

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
す

る
申

告
書

に
、

納
税

済

印
の

押
印
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

４
 

前
項

の
申

告
書

の
提

出
が

な
か

っ
た
こ

と
に

よ
り

、
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
自

動

車
税

を
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

っ
て

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該

自
動

車
税

の
徴
収

に
つ

い
て
は

、
普
通

徴
収
の

方
法

に
よ
る

。
 

 

知
書

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

  
（

種
別
割

の
納
税

義
務
の

発
生

、
消
滅

等
に
伴

う
賦
課

）
 

第
1
0
9
条

0
第

1
0
7
条

に
規

定
す

る
種

別
割

 
の

賦
課

期
日

（
以

下
こ

の
条

及
び

次
条

第

２
項

に
お

い
て
「

賦
課

期
日

」
と

い
う

。
）
後

に
納

税
義

務
が

発
生

し
た

者
に

は
、

そ
の

発
生
し

た
月
の

翌
月
か

ら
、

月
割
を

も
っ
て

、
種
別

割
 

を
課
す

る
。

 

２
 

賦
課

期
日

後
に

納
税

義
務

が
消

滅
し
た

者
に

は
、

そ
の

消
滅

し
た
月

ま
で

、
月

割

を
も

っ
て
、

種
別
割

 
を
課

す
る

。
 

３
 

賦
課

期
日

後
に

用
途

そ
の

他
の

自
動
車

の
諸

元
の

変
更

に
よ

り
適
用

す
べ

き
種

別

割
 

の
税
率

に
異
動

が
あ
っ

た
場

合
に
は

、
当
該

自
動
車

に
対

し
て
課

す
る

種
別

割
 

 
の

納
税
義

務
者
に

は
、
当

該
年

度
に
つ

い
て
は

、
異
動

前
の

適
用

す
べ

き
種

別
割

 

 
の

税
率
に

よ
り
、

種
別
割

 
を

課
す
る

。
 

４
 

賦
課

期
日

後
に

そ
の

主
た

る
定

置
場
が

他
の

都
道

府
県

に
変

更
さ
れ

た
場

合
又

は

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
は

、
当

該
年

度
の

末
日

に
当
該

変
更

が

あ
っ

た
も

の
と
み

な
し

て
、

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。
た

だ
し

、

自
動

車
の

所
有
者

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
に
お

い
て

、
変

更
前

の
所

有
者
又

は
変

更

後
の

所
有

者
の
い

ず
れ

か
が

、
こ

の
項

以
外
の

法
令

の
規

定
に

基
づ

き
当
該

自
動

車

に
対

し
て

種
別

割
 

を
課
さ

れ
な

い
と
き

は
、
こ

の
限
り

で
な

い
。

 

  
（

種
別
割

の
徴
収

の
方
法

）
 

第
1
1
0
条

0
種

別
割

 
の

徴
収

は
、

普
通
徴

収
の
方

法
に
よ

る
。

 

２
 

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

）
第

７
条

第
１

項
（

新
規

登
録

の

申
請

）
に

規
定
す

る
新

規
登

録
（

次
条

に
お
い

て
「

新
規

登
録

」
と

い
う
。

）
の

申

請
が

あ
っ

た
自
動

車
に

つ
い

て
前

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
課

す
る

種
別
割

 
の

徴

収
に

つ
い

て
は
、

賦
課

期
日

後
翌

年
２

月
末
日

ま
で

の
間

に
納

税
義

務
が
発

生
し

た

場
合

に
限
り

、
前
項

の
規
定

に
か

か
わ
ら

ず
、
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

る
。

 

３
 

種
別

割
 

の
納

税
義

務
者

は
、

前
項

に
規

定
す

る
自

動
車

に
つ

い
て

種
別

割
 

を

払
い

込
む

と
き
は

、
当

該
種

別
割

 
の

額
に
相

当
す

る
現

金
を

納
付

し
た
後

、
当

該

自
動

車
に

つ
い

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
提

出
す

る
申

告
書

に
、

納
税

済

印
の

押
印
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

４
 

前
項

の
申

告
書

の
提

出
が

な
か

っ
た
こ

と
に

よ
り

、
第

２
項

の
規
定

に
よ

り
種

別

割
 

を
証

紙
徴

収
の

方
法

に
よ

っ
て

徴
収

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

お
い

て

は
、

当
該

種
別

割
 

の
徴
収

に
つ

い
て
は

、
普
通

徴
収
の

方
法

に
よ
る

。
 

 

 
（

自
動
車

税
の
徴

収
の
方

法
の

特
例
）

 
 

第
1
1
1
条

0
自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

が
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

行
政

の
推

進
等

に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

る
申

請
等
）

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規
定

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織
を

使
用

し

て
新

規
登

録
の
申

請
を

行
い

、
併

せ
て

栃
木
県

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し
た

行
政

の

推
進

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）
第

３
条

第
１
項

（
電

子

情
報

処
理

組
織
に

よ
る

申
請

等
）

の
規

定
に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

電
子
情

報
処

理

組
織

を
使

用
し

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

の
提

出
を

行
う

場
合

に

は
、

前
条

第
２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

当
該

納
税

義
務
者

が
当

該

新
規

登
録

の
申
請

を
し

た
際

に
、

当
該

新
規
登

録
の

申
請

に
係

る
自

動
車

に
対

し
て

課
す

る
自

動
車
税

を
法

施
行

規
則

第
９

条
の

1
6
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
徴

収
す

る

こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

自
動
車

税
の
賦

課
徴
収

に
関

す
る
申

告
等
）

 

第
1
1
3
条

0
自

動
車

税
の

納
税

義
務

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

そ
の

該
当
す

る
事

実
が

発
生

し
た

日
か
ら

７
日

を
経

過
す

る
日

ま
で
（

７
日

を

経
過

す
る

日
ま
で

の
間

に
道

路
運

送
車

両
法
第

７
条

（
新

規
登

録
の

申
請
）

、
第

1
2

条
（

自
動

車
の
使

用
の

本
拠

の
位

置
が

他
の
都

道
府

県
か

ら
県

内
に

変
更
さ

れ
た

場

合
に

限
る

。
）
（

変
更

登
録

）
又

は
第

1
3
条
（

移
転

登
録

）
の

規
定

に
よ
る

登
録

の

申
請

を
す

る
と
き

は
、

そ
の

申
請

を
し

た
際
）

に
、

自
動

車
税

の
賦

課
徴
収

に
関

し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

法
第

1
6
0
条

第
１

項
（

自
動

車
税

0
0
の

賦
課

徴
収

に
関

す

る
申

告
又

は
報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
る
申

告
書

又
は

報
告

書
（

次
項
に

お
い

て

「
申

告
書
等

」
と
い

う
。
）

を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

(
3
)
0
法

第
1
4
6
条

第
２

項
た

だ
し

書
（

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

等
）

の
規

定
の

適

用
を

受
け
る

使
用
者

で
な
く

な
っ

た
と
き

。
 

(
4
)
0
略

 

２
 

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

が
前

項
の

規
定

に
よ

り
申

告
書

等
を

提
出

し
た

後
に

お

い
て

、
そ

の
申
告

し
、

又
は

報
告

し
た

事
項
に

異
動

を
生

じ
た

と
き

は
、
同

項
の

例

に
よ

り
申
告

書
等
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

  
（

自
動
車

税
の
減

免
）

 

第
1
1
4
条

0
知
事

は
、

自
動

車
の

所
有

者
が
、

天
災

そ
の

他
の

災
害

に
よ
り

当
該

所
有

す

 
（

種
別
割

の
徴
収

の
方
法

の
特

例
）

 

第
1
1
1
条

0
種
別

割
 

の
納

税
義

務
者

が
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

行
政

の
推

進
等

に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

る
申

請
等

）
の

規
定

に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
し

て
新

規
登

録
の
申

請
を

行
い

、
併

せ
て

栃
木
県

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し
た

行
政

の

推
進

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）
第

３
条

第
１
項

（
電

子

情
報

処
理

組
織
に

よ
る

申
請

等
）

の
規

定
に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

電
子
情

報
処

理

組
織

を
使

用
し

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

の
提

出
を

行
う

場
合

に

は
、

前
条

第
２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

当
該

納
税

義
務
者

が
当

該

登
録

 
 

の
申
請

を
し

た
際

に
、

当
該

登
録
 

 
の

申
請

に
係

る
自

動
車

に
対

し
て

課
す

る
種

別
割

 
を

法
施

行
規

則
第

９
条

の
1
6
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
徴

収
す

る

こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

種
別
割

の
賦
課

徴
収
に

関
す

る
申
告

等
）

 

第
1
1
3
条

0
種

別
割

 
の

納
税

義
務

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

そ
の

該
当
す

る
事

実
が

発
生

し
た

日
か
ら

７
日

を
経

過
す

る
日

ま
で

（
７

日
を

経
過

す
る

日
ま
で

の
間

に
道

路
運

送
車

両
法
第

７
条

（
新

規
登

録
の

申
請

）
、

第
1
2

条
（

自
動

車
の
使

用
の

本
拠

の
位

置
が

他
の
都

道
府

県
か

ら
県

内
に

変
更
さ

れ
た

場

合
に

限
る

。
）
（

変
更

登
録

）
又

は
第

1
3
条
（

移
転

登
録

）
の

規
定

に
よ
る

登
録

の

申
請

を
す

る
と
き

は
、

そ
の

申
請

を
し

た
際

）
に

、
種

別
割

 
の

賦
課

徴
収

に
関

し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

法
第

1
7
7
条

の
1
3
第

１
項

（
種

別
割

の
賦

課
徴

収
に

関
す

る
申

告
又

は
報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
る
申

告
書

又
は

報
告

書
（

次
項
に

お
い

て

「
申

告
書
等

」
と
い

う
。

）
を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

(
3
)
0
法

第
1
4
6
条

第
３

項
た

だ
し

書
（

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

等
）

の
規

定
の

適

用
を

受
け
る

使
用
者

で
な
く

な
っ

た
と
き

。
 

(
4
)
0
略

 

２
 

種
別

割
 

の
納

税
義

務
者

が
前

項
の

規
定

に
よ

り
申

告
書

等
を

提
出

し
た

後
に

お

い
て

、
そ

の
申
告

し
、

又
は

報
告

し
た

事
項
に

異
動

を
生

じ
た

と
き

は
、
同

項
の

例

に
よ

り
申
告

書
等
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

  
（

種
別
割

の
減
免

）
 

第
1
1
4
条

0
知
事

は
、

自
動

車
の

所
有

者
が
、

天
災

そ
の

他
の

災
害

に
よ
り

当
該

所
有

す
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（

自
動
車

税
の
徴

収
の
方

法
の

特
例
）

 
 

第
1
1
1
条

0
自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

が
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

行
政

の
推

進
等

に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

る
申

請
等
）

の
規

定
に

よ
り

同
項

に
規
定

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織
を

使
用

し

て
新

規
登

録
の
申

請
を

行
い

、
併

せ
て

栃
木
県

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し
た

行
政

の

推
進

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）
第

３
条

第
１
項

（
電

子

情
報

処
理

組
織
に

よ
る

申
請

等
）

の
規

定
に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

電
子
情

報
処

理

組
織

を
使

用
し

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

の
提

出
を

行
う

場
合

に

は
、

前
条

第
２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

当
該

納
税

義
務
者

が
当

該

新
規

登
録

の
申
請

を
し

た
際

に
、

当
該

新
規

登
録

の
申

請
に

係
る

自
動

車
に

対
し

て

課
す

る
自

動
車
税

を
法

施
行

規
則

第
９

条
の

1
6
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
徴

収
す

る

こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

自
動
車

税
の
賦

課
徴
収

に
関

す
る
申

告
等
）

 

第
1
1
3
条

0
自

動
車

税
の

納
税

義
務

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

そ
の

該
当
す

る
事

実
が

発
生

し
た

日
か
ら

７
日

を
経

過
す

る
日

ま
で
（

７
日

を

経
過

す
る

日
ま
で

の
間

に
道

路
運

送
車

両
法
第

７
条

（
新

規
登

録
の

申
請
）

、
第

1
2

条
（

自
動

車
の
使

用
の

本
拠

の
位

置
が

他
の
都

道
府

県
か

ら
県

内
に

変
更
さ

れ
た

場

合
に

限
る

。
）
（

変
更

登
録

）
又

は
第

1
3
条
（

移
転

登
録

）
の

規
定

に
よ
る

登
録

の

申
請

を
す

る
と
き

は
、

そ
の

申
請

を
し

た
際
）

に
、

自
動

車
税

の
賦

課
徴
収

に
関

し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

法
第

1
6
0
条

第
１

項
（

自
動

車
税

0
0
の

賦
課

徴
収

に
関

す

る
申

告
又

は
報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
る
申

告
書

又
は

報
告

書
（

次
項
に

お
い

て

「
申

告
書
等

」
と
い

う
。
）

を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

(
3
)
0
法

第
1
4
6
条

第
２

項
た

だ
し

書
（

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

等
）

の
規

定
の

適

用
を

受
け
る

使
用
者

で
な
く

な
っ

た
と
き

。
 

(
4
)
0
略

 

２
 

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

が
前

項
の

規
定

に
よ

り
申

告
書

等
を

提
出

し
た

後
に

お

い
て

、
そ

の
申
告

し
、

又
は

報
告

し
た

事
項
に

異
動

を
生

じ
た

と
き

は
、
同

項
の

例

に
よ

り
申
告

書
等
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

  
（

自
動
車

税
の
減

免
）

 

第
1
1
4
条

0
知
事

は
、

自
動

車
の

所
有

者
が
、

天
災

そ
の

他
の

災
害

に
よ
り

当
該

所
有

す

 
（

種
別
割

の
徴
収

の
方
法

の
特

例
）

 

第
1
1
1
条

0
種
別

割
 

の
納

税
義

務
者

が
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

行
政

の
推

進
等

に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
1
5
1
号

）
第

６
条

第
１

項
（

電
子

情
報

処
理

組
織

に
よ

る
申

請
等

）
の

規
定

に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
し

て
新

規
登

録
の
申

請
を

行
い

、
併

せ
て

栃
木
県

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し
た

行
政

の

推
進

等
に

関
す
る

条
例

（
平

成
1
6
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

）
第

３
条

第
１
項

（
電

子

情
報

処
理

組
織
に

よ
る

申
請

等
）

の
規

定
に
よ

り
同

項
に

規
定

す
る

電
子
情

報
処

理

組
織

を
使

用
し

て
第

1
1
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

告
書

の
提

出
を

行
う

場
合

に

は
、

前
条

第
２
項

及
び

第
３

項
の

規
定

に
か
か

わ
ら

ず
、

当
該

納
税

義
務
者

が
当

該

登
録

 
 

の
申
請

を
し

た
際

に
、

当
該

登
録

 
 

の
申

請
に

係
る

自
動

車
に

対
し

て

課
す

る
種

別
割

 
を

法
施

行
規

則
第

９
条

の
1
6
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
徴

収
す

る

こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

種
別
割

の
賦
課

徴
収
に

関
す

る
申
告

等
）

 

第
1
1
3
条

0
種

別
割

 
の

納
税

義
務

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き

は
、

そ
の

該
当
す

る
事

実
が

発
生

し
た

日
か
ら

７
日

を
経

過
す

る
日

ま
で

（
７

日
を

経
過

す
る

日
ま
で

の
間

に
道

路
運

送
車

両
法
第

７
条

（
新

規
登

録
の

申
請

）
、

第
1
2

条
（

自
動

車
の
使

用
の

本
拠

の
位

置
が

他
の
都

道
府

県
か

ら
県

内
に

変
更
さ

れ
た

場

合
に

限
る

。
）
（

変
更

登
録

）
又

は
第

1
3
条
（

移
転

登
録

）
の

規
定

に
よ
る

登
録

の

申
請

を
す

る
と
き

は
、

そ
の

申
請

を
し

た
際

）
に

、
種

別
割

 
の

賦
課

徴
収

に
関

し

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

法
第

1
7
7
条

の
1
3
第

１
項

（
種

別
割

の
賦

課
徴

収
に

関
す

る
申

告
又

は
報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
る
申

告
書

又
は

報
告

書
（

次
項
に

お
い

て

「
申

告
書
等

」
と
い

う
。

）
を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

(
1
)
・
(
2
)
 

略
 

(
3
)
0
法

第
1
4
6
条

第
３

項
た

だ
し

書
（

自
動

車
税

の
納

税
義

務
者

等
）

の
規

定
の

適

用
を

受
け
る

使
用
者

で
な
く

な
っ

た
と
き

。
 

(
4
)
0
略

 

２
 

種
別

割
 

の
納

税
義

務
者

が
前

項
の

規
定

に
よ

り
申

告
書

等
を

提
出

し
た

後
に

お

い
て

、
そ

の
申
告

し
、

又
は

報
告

し
た

事
項
に

異
動

を
生

じ
た

と
き

は
、
同

項
の

例

に
よ

り
申
告

書
等
を

知
事
に

提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

３
 

略
 

  
（

種
別
割

の
減
免

）
 

第
1
1
4
条

0
知
事

は
、

自
動

車
の

所
有

者
が
、

天
災

そ
の

他
の

災
害

に
よ
り

当
該

所
有

す

る
自

動
車

に
損
害

を
受

け
、

当
該

自
動

車
に
つ

い
て

価
額

の
２

分
の

１
以
上

の
金

額

に
相

当
す

る
修
繕

費
（

保
険

金
、

損
害

賠
償
金

等
に

よ
り

補
填

さ
れ

る
べ
き

金
額

を

除
く

。
次

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
支

出
し
た

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車
に

対
し

て

課
す

る
自
動

車
税

を
減

額
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

を
減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額
す

べ
き

額
は

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

場
合
の

区
分

に
応
じ

、
当
該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
8
5
以

上
で

あ
る

場
合

 
当

該
年

度
分

の
自

動
車

税

の
額

に
２
分

の
１
を

乗
じ
て

得
た

額
 

 
(
2
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
6
5
以

上
1
0
0
分

の
8
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

自
動
車

税
の
額

に
３
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

 
(
3
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
5
0
以

上
1
0
0
分

の
6
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

自
動
車

税
の
額

に
４
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
の

減
額

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申

請
書

に
同

項
の

規
定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る
書

類
を

添

付
し

て
、
こ

れ
を
知

事
に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 第
1
1
5
条

0
知
事

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対
し

て
は

、
自

動

車
税

を
減
免

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

 
(
3
)
0
医

療
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
1
条

（
公

的
医

療
機

関
）

に
規

定
す

る
公

的
医

療
機
関

の
開

設
者

が
所

有
す

る
自
動

車
で

専
ら

へ
き

地
に

お
け
る

巡
回

診
療

の
用
に

供
す
る

も
の

 

 
(
4
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

を
減
免

す
る

場
合

に
お

い
て

減
免
す

べ
き

額
は

、

同
項

第
１

号
か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
自
動

車
に

あ
っ

て
は

当
該

年
度
分

の
自

動

車
税

の
額

の
全
額

と
し

、
同

項
第

５
号

に
掲
げ

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
当
該

年
度

分

の
自

動
車

税
の
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得
た

額
と

し
、

同
項

第
６

号
に
掲

げ
る

自

動
車

に
あ
っ

て
は
知

事
が
定

め
る

額
と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
の

減
免

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
普

通
徴

収

の
方

法
に

よ
っ
て

徴
収

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
納

期
限

ま
で

に
、

証
紙
徴

収
の

方

法
に

よ
っ

て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
第

1
1
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の

税
金

を
払

い
込
む

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書
に

減
免

を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
て

、
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し
な

け
れ

ば

る
自

動
車

に
損
害

を
受

け
、

当
該

自
動

車
に
つ

い
て

価
額

の
２

分
の

１
以
上

の
金

額

に
相

当
す

る
修
繕

費
（

保
険

金
、

損
害

賠
償

金
等

に
よ

り
補

填
さ

れ
る

べ
き

金
額

を

除
く

。
次

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
支

出
し
た

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車
に

対
し

て

課
す

る
種
別

割
 
を

減
額
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

を
減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額
す

べ
き

額
は

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

場
合
の

区
分

に
応
じ

、
当
該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る
。

 

 
(
1
)
0
修
繕

費
が
価

額
の

1
0
0
分
の

8
5
以
上

で
あ
る

場
合

 
当
該

年
度
分

の
種
別

割
 
 

 

の
額

に
２
分

の
１
を

乗
じ
て

得
た

額
 

 
(
2
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
6
5
以

上
1
0
0
分

の
8
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

種
別
割

 
の
額

に
３
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

 
(
3
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
5
0
以

上
1
0
0
分

の
6
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

種
別
割

 
の
額

に
４
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申

請
書

に
同

項
の

規
定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る
書

類
を

添

付
し

て
、
こ

れ
を
知

事
に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 第
1
1
5
条

0
知
事

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対
し

て
は

、
種

別

割
 

を
減
免

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

 
(
3
)
0
医

療
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
1
条

（
公

的
医

療
機

関
）

に
規

定
す

る
公

的
医

療
機
関

の
開

設
者

が
所

有
す

る
自
動

車
で

専
ら

へ
き

地
に

お
け
る

巡
回

診
療

の
用
に

供
す
る

も
の

 

 
(
4
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

を
減
免

す
る

場
合

に
お

い
て

減
免
す

べ
き

額
は

、

同
項

第
１

号
か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
当

該
年

度
分

の
種

別

割
 

の
額

の
全
額

と
し

、
同

項
第

５
号

に
掲
げ

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
当
該

年
度

分

の
種

別
割

 
の
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得
た

額
と

し
、

同
項

第
６

号
に
掲

げ
る

自

動
車

に
あ
っ

て
は
知

事
が
定

め
る

額
と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
普

通
徴

収

の
方

法
に

よ
っ
て

徴
収

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
納

期
限

ま
で

に
、

証
紙
徴

収
の

方

法
に

よ
っ

て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
第

1
1
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の

税
金

を
払

い
込
む

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書
に

減
免

を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
て

、
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し
な

け
れ

ば
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る
自

動
車

に
損
害

を
受

け
、

当
該

自
動

車
に
つ

い
て

価
額

の
２

分
の

１
以
上

の
金

額

に
相

当
す

る
修
繕

費
（

保
険

金
、

損
害

賠
償
金

等
に

よ
り

補
填

さ
れ

る
べ
き

金
額

を

除
く

。
次

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
支

出
し
た

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車
に

対
し

て

課
す

る
自
動

車
税

を
減

額
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

を
減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額
す

べ
き

額
は

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

場
合
の

区
分

に
応
じ

、
当
該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る

。
 

 
(
1
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
8
5
以

上
で

あ
る

場
合

 
当

該
年

度
分

の
自

動
車

税

の
額

に
２
分

の
１
を

乗
じ
て

得
た

額
 

 
(
2
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
6
5
以

上
1
0
0
分

の
8
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

自
動
車

税
の
額

に
３
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

 
(
3
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
5
0
以

上
1
0
0
分

の
6
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

自
動
車

税
の
額

に
４
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申

請
書

に
同

項
の

規
定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る
書

類
を

添

付
し

て
、
こ

れ
を
知

事
に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 第
1
1
5
条

0
知
事

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対
し

て
は

、
自

動

車
税

を
減
免

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

 
(
3
)
0
医

療
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
1
条

（
公

的
医

療
機

関
）

に
規

定
す

る
公

的
医

療
機
関

の
開

設
者

が
所

有
す

る
自
動

車
で

専
ら

へ
き

地
に

お
け
る

巡
回

診
療

の
用
に

供
す
る

も
の

 

 
(
4
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

を
減
免

す
る

場
合

に
お

い
て

減
免
す

べ
き

額
は

、

同
項

第
１

号
か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
自
動

車
に

あ
っ

て
は

当
該

年
度
分

の
自

動

車
税

の
額

の
全
額

と
し

、
同

項
第

５
号

に
掲
げ

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
当
該

年
度

分

の
自

動
車

税
の
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得
た

額
と

し
、

同
項

第
６

号
に
掲

げ
る

自

動
車

に
あ
っ

て
は
知

事
が
定

め
る

額
と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
普

通
徴

収

の
方

法
に

よ
っ
て

徴
収

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
納

期
限

ま
で

に
、

証
紙
徴

収
の

方

法
に

よ
っ

て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
第

1
1
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の

税
金

を
払

い
込
む

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書
に

減
免

を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
て

、
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し
な

け
れ

ば

る
自

動
車

に
損
害

を
受

け
、

当
該

自
動

車
に
つ

い
て

価
額

の
２

分
の

１
以
上

の
金

額

に
相

当
す

る
修
繕

費
（

保
険

金
、

損
害

賠
償

金
等

に
よ

り
補

填
さ

れ
る

べ
き

金
額

を

除
く

。
次

項
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
支

出
し
た

場
合

に
は

、
当

該
自

動
車
に

対
し

て

課
す

る
種
別

割
 
を

減
額
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

を
減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額
す

べ
き

額
は

、

次
の

各
号
に

掲
げ
る

場
合
の

区
分

に
応
じ

、
当
該

各
号

に
定

め
る

額
と

す
る
。

 

 
(
1
)
0
修
繕

費
が
価

額
の

1
0
0
分
の

8
5
以
上

で
あ
る

場
合

 
当
該

年
度
分

の
種
別

割
 
 

 

の
額

に
２
分

の
１
を

乗
じ
て

得
た

額
 

 
(
2
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
6
5
以

上
1
0
0
分

の
8
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

種
別
割

 
の
額

に
３
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

 
(
3
)
0
修

繕
費

が
価

額
の

1
0
0
分

の
5
0
以

上
1
0
0
分

の
6
5
未

満
で

あ
る

場
合

 
当
該

年
度

分
の

種
別
割

 
の
額

に
４
分

の
１

を
乗
じ

て
得
た

額
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
次

に
掲

げ

る
事

項
を

記
載
し

た
申

請
書

に
同

項
の

規
定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る
書

類
を

添

付
し

て
、
こ

れ
を
知

事
に
提

出
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 第
1
1
5
条

0
知
事

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対
し

て
は

、
種

別

割
 

を
減
免

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

 
(
3
)
0
医

療
法

（
昭

和
2
3
年

法
律

第
2
0
5
号

）
第

3
1
条

（
公

的
医

療
機

関
）

に
規

定
す

る
公

的
医

療
機
関

の
開

設
者

が
所

有
す

る
自
動

車
で

専
ら

へ
き

地
に

お
け
る

巡
回

診
療

の
用
に

供
す
る

も
の

 

 
(
4
)
～

(
6
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

を
減
免

す
る

場
合

に
お

い
て

減
免
す

べ
き

額
は

、

同
項

第
１

号
か
ら

第
４

号
ま

で
に

掲
げ

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
当

該
年

度
分

の
種

別

割
 

の
額

の
全
額

と
し

、
同

項
第

５
号

に
掲
げ

る
自

動
車

に
あ

っ
て

は
当
該

年
度

分

の
種

別
割

 
の
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得
た

額
と

し
、

同
項

第
６

号
に
掲

げ
る

自

動
車

に
あ
っ

て
は
知

事
が
定

め
る

額
と
す

る
。

 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
普

通
徴

収

の
方

法
に

よ
っ
て

徴
収

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ
て

は
納

期
限

ま
で

に
、

証
紙
徴

収
の

方

法
に

よ
っ

て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
第

1
1
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の

税
金

を
払

い
込
む

と
き

ま
で

に
、

次
に

掲
げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

請
書
に

減
免

を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し
て

、
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 第
1
1
6
条

0
知
事

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対
し

て
は

、
自

動

車
税

を
減
免

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
1
)
0
身

体
障

害
者

（
身

体
に

障
害

を
有

す
る

者
で

規
則

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

次

号
に

お
い

て
同
じ

。
）

が
所

有
す

る
自

動
車

で
、

専
ら

当
該

身
体

障
害

者
が

運
転

す
る

も
の

 

 
(
2
)
0
心

身
障

害
者

（
身

体
障

害
者

又
は

精
神

に
著

し
い

障
害

を
有

す
る

者
で

規
則

で

定
め

る
も

の
を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

又
は
心

身
障

害
者

と
生

計
を

一
に
す

る
者

若
し

く
は

心
身
障

害
者

を
常

時
介

護
す

る
者
が

所
有

す
る

自
動

車
で

、
専
ら

当
該

心
身

障
害

者
の
た

め
に

当
該

生
計

を
一

に
す
る

者
又

は
当

該
常

時
介

護
す
る

者
が

運
転

す
る
も

の
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

自
動

車
税

の
減
免

は
、

心
身

障
害

者
１

人
に
つ

き
１

台
に

限

り
行

う
も

の
と

し
、

市
町

村
に

お
い

て
道

路
運

送
車

両
法

第
３

条
（

自
動

車
の

種

別
）

に
規

定
す
る

軽
自

動
車

に
係

る
軽

自
動
車

税
 

 
 

 
の

課
税

免
除
又

は
減

免

を
受

け
て
い

る
場
合

は
、
同

項
の

規
定
は

適
用
し

な
い

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
を

減
免

す
る

場
合

に
お

い
て

減
免

す
べ

き
額

は
、

規
則
で

定
め
る

額
と
す

る
。

 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
の

減
免

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
当

該
年

度

の
２

月
末

日
ま
で

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を
記

載
し

た
申

請
書

を
知

事
に
提

出
す

る

と
と

も
に

、
規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、

当
該

申
請

に
係

る
自

動
車
を

運
転

す

る
者

に
係

る
運
転

免
許

証
又

は
免

許
情

報
記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
（

道
路
交

通
法

第

9
5
条

の
２

第
４
項

（
特

定
免

許
情

報
の

記
録
等

）
に

規
定

す
る

免
許

情
報
記

録
個

人

番
号

カ
ー

ド
を
い

う
。

）
そ

の
他

規
則

で
定
め

る
書

類
等

を
提

示
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 
(
5
)
0
当

該
運

転
免

許
証

又
は

当
該

免
許

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

係
る

免
許

情

報
記

録
（

道
路
交

通
法

第
9
5
条

の
２

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
免

許
情
報

記
録

を
い

う
。

）
の
番

号
、

有
効

期
限

、
運

転
免
許

の
種

類
及

び
条

件
が

付
さ
れ

て
い

る
場

合
に
は

そ
の
条

件
 

 
(
6
)
・

(
7
)
 

略
 

 第
1
1
7
条

0
知
事

は
、

構
造

上
心

身
障

害
者
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
自
動

車
の

う
ち

、

な
ら

な
い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 第
1
1
6
条

0
知
事

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

る
自

動
車

に
対
し

て
は

、
種

別

割
 

を
減
免

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
(
1
)
0
身

体
障

害
者

（
身

体
に

障
害

を
有

す
る

者
で

規
則

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

次

号
に

お
い

て
同
じ

。
）

が
所

有
す

る
自

動
車

で
、

専
ら

当
該

身
体

障
害

者
が

運
転

す
る

も
の

 

 
(
2
)
0
心

身
障

害
者

（
身

体
障

害
者

又
は

精
神

に
著

し
い

障
害

を
有

す
る

者
で

規
則

で

定
め

る
も

の
を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

又
は
心

身
障

害
者

と
生

計
を

一
に
す

る
者

若
し

く
は

心
身
障

害
者

を
常

時
介

護
す

る
者
が

所
有

す
る

自
動

車
で

、
専
ら

当
該

心
身

障
害

者
の
た

め
に

当
該

生
計

を
一

に
す
る

者
又

は
当

該
常

時
介

護
す
る

者
が

運
転

す
る
も

の
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

種
別

割
 

の
減
免

は
、

心
身

障
害

者
１

人
に
つ

き
１

台
に

限

り
行

う
も

の
と

し
、

市
町

村
に

お
い

て
道

路
運

送
車

両
法

第
３

条
（

自
動

車
の

種

別
）

に
規

定
す
る

軽
自

動
車

に
係

る
軽

自
動
車

税
の

種
別

割
の

課
税

免
除
又

は
減

免

を
受

け
て
い

る
場
合

は
、
同

項
の

規
定
は

適
用
し

な
い

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
を

減
免

す
る

場
合

に
お

い
て

減
免

す
べ

き
額

は
、

規
則
で

定
め
る

額
と
す

る
。

 

４
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
の
減

免
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
当

該
年

度

の
２

月
末

日
ま
で

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を
記

載
し

た
申

請
書

を
知

事
に
提

出
す

る

と
と

も
に

、
規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り
、

当
該

申
請

に
係

る
自

動
車
を

運
転

す

る
者

に
係
る

運
転
免

許
証
又

は
免

許
情
報

記
録
個

人
番

号
カ

ー
ド

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
そ

の
他

規
則

で
定
め

る
書

類
等

を
提

示
し

な
け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 
(
5
)
0
当

該
運

転
免

許
証

又
は

当
該

免
許

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
に

係
る

免
許

情

報
記

録
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
の
番

号
、

有
効

期
限

、
運

転
免
許

の
種

類
及

び
条

件
が

付
さ
れ

て
い

る
場

合
に
は

そ
の
条

件
 

 
(
6
)
・

(
7
)
 

略
 

 第
1
1
7
条

0
知
事

は
、

構
造

上
心

身
障

害
者
の

利
用

に
供

す
る

た
め

の
自
動

車
の

う
ち

、

専
ら

当
該

用
途
に

供
さ

れ
る

と
認

め
る

も
の
（

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る
自

動
車

を

除
く

。
）
に

対
し
て

は
、

自
動
車

税
を
免

除
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

の
免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は
、

普
通

徴
収

の

方
法

に
よ

っ
て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て
は

納
期

限
ま

で
に

、
証

紙
徴
収

の
方

法

に
よ

っ
て

徴
収

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ

て
は

第
1
1
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
税

金
を

払
い

込
む
と

き
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
に
免

除
を

必

要
と

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
、

こ
れ

を
知

事
に

提
出

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 

略
 

 第
1
1
8
条

0
知

事
は

、
中

古
車

販
売

業
者

（
古

物
営

業
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
8
号

）

第
３

条
（

許
可
）

の
規

定
に

よ
る

許
可

（
同
法

第
２

条
第

２
項

第
１

号
（
定

義
）

に

係
る

も
の

に
限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

自
動
車

販
売

業
者

で
、

古
物

営
業
法

施
行

規

則
（

平
成

７
年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
1
0
号

）
第

２
条

第
４

号
に

規
定

す
る

自
動

車
を

取
り

扱
う
も

の
を

い
う

。
）

で
規

則
で
定

め
る

も
の

が
賦

課
期

日
に
お

い
て

、

商
品

と
し

て
所
有

し
、

か
つ

、
展

示
し

て
い
る

自
動

車
で

あ
っ

て
道

路
運
送

車
両

法

第
４

条
（

登
録
の

一
般

的
効

力
）

の
規

定
に
よ

る
登

録
を

受
け

て
い

る
も
の

の
う

ち

規
則

で
定
め

る
も
の

に
対
し

て
は

、
自
動

車
税

を
減

額
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

を
減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額
す

べ
き

額
は

、

当
該

年
度
分

の
自
動

車
税

の
額
に

1
2
分
の

３
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
自

動
車

税
の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
納

期
限

ま

で
に

、
次

に
掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請
書

に
減

額
を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す

る
書

類
を
添

付
し
て

、
こ
れ

を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 第
1
7
1
条

0
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

1
0
万

円
以

下
の

過
料

に
処

す

る
。

 

 
(
1
)
0
略

 

 
(
2
)
0
第

6
6
条

、
第

8
0
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
、

第
1
1
3
条

若
し

く
は

第

1
2
5
条

又
は

法
第

7
4
5
条

第
１

項
（

道
府

県
が

課
す

る
固

定
資

産
税

の
賦

課
徴

収

等
）

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

3
8
3
条

（
固

定
資

産
税

の
申

告
）

の
規

定
に

よ

り
、

申
告

し
、
又

は
報

告
す

べ
き

事
項

に
つ
い

て
正

当
な

事
由

が
な

く
て
申

告
又

は
報

告
を
し

な
か
っ

た
者

 

 
(
3
)
0
略

 

専
ら

当
該

用
途
に

供
さ

れ
る

と
認

め
る

も
の

（
前

条
第

１
項

に
規

定
す

る
自

動
車

を

除
く

。
）
に

対
し
て

は
、

種
別
割

 
を
免

除
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

の
免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は
、

普
通

徴
収

の

方
法

に
よ

っ
て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て
は

納
期

限
ま

で
に

、
証

紙
徴
収

の
方

法

に
よ

っ
て

徴
収

さ
れ

る
も

の
に

あ
っ

て
は

第
1
1
0
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
税

金
を

払
い

込
む
と

き
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る
事

項
を

記
載

し
た

申
請

書
に
免

除
を

必

要
と

す
る

事
由
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て
、

こ
れ

を
知

事
に

提
出

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
5
)
 

略
 

 第
1
1
8
条

0
知

事
は

、
中

古
車

販
売

業
者

（
古

物
営

業
法

（
昭

和
2
4
年

法
律

第
1
0
8
号

）

第
３

条
（

許
可

）
の

規
定

に
よ

る
許

可
（

同
法

第
２

条
第

２
項

第
１

号
（
定

義
）

に

係
る

も
の

に
限
る

。
）

を
受

け
て

い
る

自
動

車
販

売
業

者
で

、
古

物
営

業
法

施
行

規

則
（

平
成

７
年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
1
0
号

）
第

２
条

第
４

号
に

規
定
す

る
自

動

車
を

取
り

扱
う
も

の
を

い
う

。
）

で
規

則
で
定

め
る

も
の

が
賦

課
期

日
に
お

い
て

、

商
品

と
し

て
所
有

し
、

か
つ

、
展

示
し

て
い
る

自
動

車
で

あ
っ

て
道

路
運
送

車
両

法

第
４

条
（

登
録
の

一
般

的
効

力
）

の
規

定
に
よ

る
登

録
を

受
け

て
い

る
も
の

の
う

ち

規
則

で
定
め

る
も
の

に
対
し

て
は

、
種
別

割
 
を

減
額
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

種
別

割
 

を
減
額

す
る

場
合

に
お

い
て

減
額
す

べ
き

額
は

、

当
該

年
度
分

の
種
別

割
 
の

額
に

1
2
分
の

３
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
種

別
割

 
の
減

額
を

受
け

よ
う

と
す

る
者
は

、
納

期
限

ま

で
に

、
次

に
掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
請
書

に
減

額
を

必
要

と
す

る
事
由

を
証

す

る
書

類
を
添

付
し
て

、
こ
れ

を
知

事
に
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
～

(
4
)
 

略
 

 第
1
7
1
条

0
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

1
0
万

円
以

下
の

過
料

に
処

す

る
。

 

 
(
1
)
0
略

 

 
(
2
)
0
第

6
6
条

、
第

8
0
条

、
第

1
0
5
条

の
５

、
第

1
0
5
条

の
６

、
第

1
1
3
条

若
し

く
は

第

1
2
5
条

又
は

法
第

7
4
5
条

第
１

項
（

道
府

県
が

課
す

る
固

定
資

産
税

の
賦

課
徴

収

等
）

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

3
8
3
条

（
固

定
資

産
税

の
申

告
）

の
規

定
に

よ

り
、

申
告

し
、
又

は
報

告
す

べ
き

事
項

に
つ
い

て
正

当
な

事
由

が
な

く
て
申

告
又

は
報

告
を
し

な
か
っ

た
者

 

 
(
3
)
0
略
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専

ら
当

該
用

途
に

供
さ

れ
る

と
認

め
る

も
の
（

前
条

第
１

項
に

規
定

す
る
自

動
車

を

除
く

。
）
に

対
し
て

は
、

自
動
車

税
を
免

除
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

自
動

車
税

の
免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は
、

普
通

徴
収

の

方
法

に
よ

っ
て
徴

収
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て
は

納
期

限
ま

で
に

、
証

紙
徴
収

の
方

法

に
よ

っ
て

徴
収

さ
れ

る
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あ
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定
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り
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税
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払
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と
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げ
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項
を
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た
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書
に
免

除
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る

事
由
を
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す

る
書
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1
1
8
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車

販
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古
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業
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4
年

法
律
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３
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定
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よ
る
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１
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限
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け
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る

自
動
車
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古
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業
法

施
行
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２
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４
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車
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め
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４
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す
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は

、
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7
条

 
 

 
略

 

  
（

自
動
車

税
の

税
率

の
特

例
）

 

第
2
8
条

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

（
電

気
自

動
車

、
天

然
ガ

ス
自

動
車

（
法

附

則
第

1
2
条
の

３
第
１

項
（
自

動
車

税
の
税

率
の
特

例
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に
規

定
す

る
天
然

ガ
ス

自
動

車
を

い
う

。
次
条

第
２

項

に
お

い
て
同

じ
。
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、
メ
タ

ノ
ー

ル
自
動

車
（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１
項

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

に
規

定
す
る

メ
タ

ノ
ー

ル
自

動
車

を
い
う

。
次

条

第
２

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第

１
項

に
規

定
す

る
混

合
メ

タ
ノ

ー
ル

自
動

車
を

い
う

。
次

条
第

２
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
及

び
ガ
ソ

リ
ン

を
内

燃
機

関
の

燃
料
と

し
て

用
い

る
電

力
併

用
自
動

車
（

法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

電
力
併

用
自

動
車

を
い

う
。

次
条
第

２
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
並

び
に

自
家

用
の

乗
用

車
（

三
輪

の
小

型
自

動
車

で
あ

る
も

の
を

除
く

。
同

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
、

第
1
0
6
条
第

１
項

第
３

号
ア

(
ｱ
)
に

規
定

す
る

一
般

乗
合
用

バ
ス

、
同

項
第

５
号

ア
に
規

定
す

る
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車
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第
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に
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い
て
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キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車
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と

い
う
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引

自
動
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を
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車
税

あ
あ

あ
あ

に
係

る
第

1
0
6
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲
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る
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掲
げ

る
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ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
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る
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自
動

車
を

い
う

。
次
条

第
２

項

に
お

い
て
同

じ
。
）

、
メ
タ

ノ
ー

ル
自
動

車
（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１
項

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

に
規

定
す
る

メ
タ

ノ
ー

ル
自

動
車

を
い
う

。
次

条

第
２

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第

１
項

に
規

定
す

る
混

合
メ

タ
ノ

ー
ル

自
動

車
を

い
う

。
次

条
第

２
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
及

び
ガ
ソ

リ
ン

を
内

燃
機

関
の

燃
料
と

し
て

用
い

る
電

力
併

用
自
動

車
（

法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

電
力
併

用
自

動
車

を
い

う
。

次
条
第

２
項

に

お
い

て
同

じ
。

）
並

び
に

自
家

用
の

乗
用

車
（

三
輪

の
小

型
自

動
車

で
あ

る
も

の
を

除
く

。
同

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
、

第
1
0
6
条
第

１
項

第
３

号
ア

(
ｱ
)
に

規
定

す
る

一
般

乗
合
用

バ
ス

、
同

項
第

５
号

ア
に
規

定
す

る
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車
（

次
条

第

１
項

に
お

い
て

「
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車

」
と

い
う

。
）

及
び

被
け

ん
引

自
動

車
を

除

く
。

）
に

対
す
る

当
該

各
号

に
定

め
る

年
度
以

後
の

年
度

分
の

自
動

車
税

あ
あ

あ
あ

に
係

る
第

1
0
6
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

同
条

の

規
定

中
同

表
の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ
る

字
句

と

 
 

 
附

 
則

 

 
（

軽
油
引

取
税
の

税
率
の

特
例

）
 

第
2
7
条

 
軽

油
引

取
税

の
税

率
は

、
第

1
0
2
条

の
1
9
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

分
の

間
、

１
キ
ロ

リ
ッ
ト

ル
に
つ

き
、

３
万

2
,
1
0
0
円

と
す

る
。

 

  
（

自
動
車

税
の
環

境
性
能

割
の

税
率
の

特
例
）

 

第
2
7
条
の
２

 
営

業
用

の
自

動
車

に
対

す
る

第
1
0
5
条

の
３

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

同
条

の
規

定
中

同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る

字
句

は
、
そ

れ
ぞ
れ

同
表
の

右
欄

に
掲
げ

る
字
句

と
す

る
。

 

第
１

項
 

1
0
0
分
の

１
 

1
0
0
分
の

0
.
5
 

第
２

項
 

1
0
0
分
の

２
 

1
0
0
分
の

１
 

第
３

項
 

1
0
0
分
の

３
 

1
0
0
分
の

２
 

 

 第
2
7
条
の
３

 
略

 

  
（

自
動
車

税
の
種

別
割
の

税
率

の
特
例

）
 

第
2
8
条

 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

（
電

気
自

動
車

、
天

然
ガ

ス
自

動
車

（
法

第

1
4
9
条

第
１

項
第

２
号

（
環

境
へ

の
負

荷
の

低
減

に
著

し
く

資
す

る
自

動
車

に
対

す

る
環

境
性

能
割
の

非
課

税
）

に
規

定
す

る
天
然

ガ
ス

自
動

車
を

い
う

。
次
条

第
２

項

に
お

い
て

同
じ
。

）
、

メ
タ

ノ
ー

ル
自

動
車
（

法
附

則
第

1
2
条
の

３
第

１
項

（
自

動

車
税

の
種

別
割
の

税
率

の
特

例
）

に
規

定
す
る

メ
タ

ノ
ー

ル
自

動
車

を
い
う

。
次

条

第
２

項
に

お
い
て

同
じ

。
）

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第

１
項

に
規

定
す

る
混

合
メ

タ
ノ

ー
ル

自
動

車
を

い
う

。
次

条
第

２
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
及

び
ガ
ソ

リ
ン

を
内

燃
機

関
の

燃
料
と

し
て

用
い

る
電

力
併

用
自
動

車
（

法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

３
号

 
に

規
定

す
る

電
力
併

用
自

動
車

を
い

う
。

次
条
第

２
項

に

お
い

て
同

じ
。
）

並
び

に
自

家
用

の
乗

用
車
（

三
輪

の
小

型
自

動
車

で
あ
る

も
の

を

除
く

。
同

条
第

１
項

に
お

い
て

同
じ

。
）
、

第
1
0
6
条
第

１
項

第
３

号
ア

(
ｱ
)
に

規
定

す
る

一
般

乗
合
用

バ
ス

、
同

項
第

５
号

ア
に
規

定
す

る
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車
（

次
条

第

１
項

に
お

い
て

「
キ

ャ
ン

ピ
ン

グ
車

」
と

い
う

。
）

及
び

被
け

ん
引

自
動

車
を

除

く
。

）
に

対
す
る

当
該

各
号

に
定

め
る

年
度
以

後
の

年
度

分
の

自
動

車
税

の
種

別
割

に
係

る
第

1
0
6
条

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

同
条

の

規
定

中
同

表
の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は

、
そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ
る

字
句

と

す
る

。
 

(
1
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
ガ

ソ
リ

ン
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１
項

第
１
号

に
規
定

す
る

ガ
ソ
リ

ン
自
動

車
を

い
う

。
）

又
は

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
油

ガ
ス

自
動

車
（

同
号

に
規

定
す

る
石

油
ガ

ス
自

動
車

を
い

う
。

）
で

平
成
2
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
最

初
の

道
路

運
送

車
両

法
第

７
条
第

１
項

（
新

規
登

録
の
申

請
）

に
規

定
す

る
新

規
登

録
（

以
下

こ
の

条
及

び
次

条
第

１
項

に
お

い
て

「
初
回

新
規

登
録

」
と

い
う

。
）
を

受
け

た
も

の
 

初
回

新
規
登

録
を

受
け

た
日
か

ら
起
算

し
て

1
4
年
を

経
過
し

た
日
の

属
す
る

年
度

 

 
(
2
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

６
号

に
規

定
す

る
軽

油
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
第

２
号
に

規
定

す
る

軽
油

自
動

車
を
い

う
。

）
そ

の
他

の
前

号
に
掲

げ
る

自
動

車
以

外
の
自

動
車

で
平

成
2
9
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た

も
の

 
初

回
新
規

登
録

を
受

け
た

日
か

ら
起
算

し
て

1
2
年

を
経

過
し

た
日
の

属
す

る
年

度
 

略
 

２
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

に
対

す
る

第
1
0
6
条

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

当
該

自
動

車
が

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

1
0
年

３
月

3
1

日
ま

で
の

間
に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
場
合

に
は

、
当

該
初

回
新

規
登
録

を
受

け

た
日

の
属

す
る
年

度
の

翌
年

度
分

の
自

動
車
税

 
 

 
 

に
限

り
、

次
の
表

の
左

欄

に
掲

げ
る

同
条
の

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
と
す

る
。

 

略
 

３
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う

ち
、

営
業

用
の

乗
用

車

（
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対

す
る

第
1
0
6
条

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

営
業

用
の

乗
用

車
が

令

和
７

年
４

月
１
日

か
ら

令
和

８
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
令
和

８
年

度
分

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

の
自

動

車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

前
項

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
同

条
の

規
定

中
同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る
字

句
は
、

そ
れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る

字
句

と
す

る
。

 

第
１

号
ア

 
7
,
5
0
0
円

 
4
,
0
0
0
円

 

8
,
5
0
0
円

 
4
,
5
0
0
円

 

9
,
5
0
0
円

 
5
,
0
0
0
円

 

1
3
,
8
0
0
円

 
7
,
0
0
0
円

 

1
5
,
7
0
0
円

 
8
,
0
0
0
円

 

す
る

。
 

(
1
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
ガ

ソ
リ

ン
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
第
１

号
に

規
定

す
る

ガ
ソ

リ
ン
自

動
車

を
い

う
。

）
又

は
同
項

第
５

号
に

規
定

す
る

石
油

ガ
ス

自
動

車
（

同
号

に
規

定
す

る
石

油
ガ

ス
自

動
車

を
い

う
。

）
で

平
成
2
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
最

初
の

第
1
0
3
条

の
２

第
３

項
0
０

０
０

０

（
新

規
登

録
の
申

請
）

に
規

定
す

る
新

規
登

録
（

以
下

こ
の

条
及

び
次

条
第

１
項

に
お

い
て

「
初
回

新
規

登
録

」
と

い
う

。
）
を

受
け

た
も

の
 

初
回

新
規
登

録
を

受
け

た
日
か

ら
起
算

し
て

1
4
年
を

経
過
し

た
日
の

属
す
る

年
度

 

 
(
2
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

６
号

に
規

定
す

る
軽

油
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
第

２
号
に

規
定

す
る

軽
油

自
動

車
を
い

う
。

）
そ

の
他

の
前

号
に
掲

げ
る

自
動

車
以

外
の
自

動
車

で
平

成
2
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た

も
の

 
初

回
新
規

登
録

を
受

け
た

日
か

ら
起
算

し
て

1
2
年

を
経

過
し

た
日
の

属
す

る
年

度
 

略
 

２
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

に
対

す
る

第
1
0
6
条

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

当
該

自
動

車
が

令
和
４

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８
年

３
月

3
1

日
ま

で
の

間
に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
場
合

に
は

、
当

該
初

回
新

規
登
録

を
受

け

た
日

の
属

す
る
年

度
の

翌
年

度
分

の
自

動
車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

次
の
表

の
左

欄

に
掲

げ
る

同
条
の

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
と
す

る
。

 

略
 

３
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う

ち
、

営
業

用
の

乗
用

車

（
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対

す
る

第
1
0
6
条

第
１

項
第

１
号

ア
及

び
第
４

号
ア

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

営
業

用
の

乗
用

車
が

令

和
４

年
４

月
１
日

か
ら

令
和

７
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当
該

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
分

の
自

動

車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

次
の

表
 

の
左

欄
に

掲
げ

る
同

項
の

規
定

中
同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る
字

句
は
、

そ
れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る

字
句

と
す

る
。

 

第
１

号
ア

 

 

7
,
5
0
0
円

 
4
,
0
0
0
円

 

8
,
5
0
0
円

 
4
,
5
0
0
円

 

9
,
5
0
0
円

 
5
,
0
0
0
円

 

1
3
,
8
0
0
円

 
7
,
0
0
0
円

 

1
5
,
7
0
0
円

 
8
,
0
0
0
円
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す
る

。
 

(
1
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
ガ

ソ
リ

ン
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１
項

第
１
号

に
規
定

す
る

ガ
ソ
リ

ン
自
動

車
を

い
う

。
）

又
は

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

石
油

ガ
ス

自
動

車
（

同
号

に
規

定
す

る
石

油
ガ

ス
自

動
車

を
い

う
。

）
で

平
成

2
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
最

初
の

道
路

運
送

車
両

法
第

７
条
第

１
項

（
新

規
登

録
の
申

請
）

に
規

定
す

る
新

規
登

録
（

以
下

こ
の

条
及

び
次

条
第

１
項

に
お

い
て

「
初
回

新
規

登
録

」
と

い
う

。
）
を

受
け

た
も

の
 

初
回

新
規
登

録
を

受
け

た
日
か

ら
起
算

し
て

1
4
年
を

経
過
し

た
日
の

属
す
る

年
度

 

 
(
2
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

６
号

に
規

定
す

る
軽

油
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
第

２
号
に

規
定

す
る

軽
油

自
動

車
を
い

う
。

）
そ

の
他

の
前

号
に
掲

げ
る

自
動

車
以

外
の
自

動
車

で
平

成
2
9
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た

も
の

 
初

回
新
規

登
録

を
受

け
た

日
か

ら
起
算

し
て

1
2
年

を
経

過
し

た
日
の

属
す

る
年

度
 

略
 

２
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

に
対

す
る

第
1
0
6
条

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

当
該

自
動

車
が

令
和
７

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
1
0
年

３
月

3
1

日
ま

で
の

間
に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
場
合

に
は

、
当

該
初

回
新

規
登
録

を
受

け

た
日

の
属

す
る
年

度
の

翌
年

度
分

の
自

動
車
税

 
 

 
 

に
限

り
、

次
の
表

の
左

欄

に
掲

げ
る

同
条
の

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
と
す

る
。

 

略
 

３
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う

ち
、

営
業

用
の

乗
用

車

（
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対

す
る

第
1
0
6
条

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

営
業

用
の

乗
用

車
が

令

和
７

年
４

月
１
日

か
ら

令
和

８
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
令
和

８
年

度
分

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

の
自

動

車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

前
項

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
同

条
の

規
定

中
同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る
字

句
は
、

そ
れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る

字
句

と
す

る
。

 

第
１

号
ア

 
7
,
5
0
0
円

 
4
,
0
0
0
円

 

8
,
5
0
0
円

 
4
,
5
0
0
円

 

9
,
5
0
0
円

 
5
,
0
0
0
円

 

1
3
,
8
0
0
円

 
7
,
0
0
0
円

 

1
5
,
7
0
0
円

 
8
,
0
0
0
円

 

す
る

。
 

(
1
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
ガ

ソ
リ

ン
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
第
１

号
に

規
定

す
る

ガ
ソ

リ
ン
自

動
車

を
い

う
。

）
又

は
同
項

第
５

号
に

規
定

す
る

石
油

ガ
ス

自
動

車
（

同
号

に
規

定
す

る
石

油
ガ

ス
自

動
車

を
い

う
。

）
で

平
成

2
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
最

初
の

第
1
0
3
条

の
２

第
３

項
0
０

０
０

０

（
新

規
登

録
の
申

請
）

に
規

定
す

る
新

規
登

録
（

以
下

こ
の

条
及

び
次

条
第

１
項

に
お

い
て

「
初
回

新
規

登
録

」
と

い
う

。
）
を

受
け

た
も

の
 

初
回

新
規
登

録
を

受
け

た
日
か

ら
起
算

し
て

1
4
年
を

経
過
し

た
日
の

属
す
る

年
度

 

 
(
2
)
0
法

第
1
4
9
条

第
１

項
第

６
号

に
規

定
す

る
軽

油
自

動
車

（
法

附
則

第
1
2
条

の
３

第
１

項
第

２
号
に

規
定

す
る

軽
油

自
動

車
を
い

う
。

）
そ

の
他

の
前

号
に
掲

げ
る

自
動

車
以

外
の
自

動
車

で
平

成
2
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た

も
の

 
初

回
新
規

登
録

を
受

け
た

日
か

ら
起
算

し
て

1
2
年

を
経

過
し

た
日
の

属
す

る
年

度
 

略
 

２
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
２

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

に
対

す
る

第
1
0
6
条

の
規

定

の
適

用
に

つ
い
て

は
、

当
該

自
動

車
が

令
和
４

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
８
年

３
月

3
1

日
ま

で
の

間
に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
場
合

に
は

、
当

該
初

回
新

規
登
録

を
受

け

た
日

の
属

す
る
年

度
の

翌
年

度
分

の
自

動
車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

次
の
表

の
左

欄

に
掲

げ
る

同
条
の

規
定

中
同

表
の

中
欄

に
掲
げ

る
字

句
は

、
そ

れ
ぞ

れ
同
表

の
右

欄

に
掲

げ
る
字

句
と
す

る
。

 

略
 

３
 

法
附

則
第

1
2
条

の
３

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
自

動
車

の
う

ち
、

営
業

用
の

乗
用

車

（
前

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対

す
る

第
1
0
6
条

第
１

項
第

１
号

ア
及

び
第
４

号
ア

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

当
該

営
業

用
の

乗
用

車
が

令

和
４

年
４

月
１
日

か
ら

令
和

７
年

３
月

3
1
日
ま

で
の

間
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当
該

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度
分

の
自

動

車
税

の
種

別
割

に
限

り
、

次
の

表
 

の
左

欄
に

掲
げ

る
同

項
の

規
定

中
同
表

の
中

欄

に
掲

げ
る
字

句
は
、

そ
れ
ぞ

れ
同

表
の
右

欄
に
掲

げ
る

字
句

と
す

る
。

 

第
１

号
ア

 

 

7
,
5
0
0
円

 
4
,
0
0
0
円

 

8
,
5
0
0
円

 
4
,
5
0
0
円

 

9
,
5
0
0
円

 
5
,
0
0
0
円

 

1
3
,
8
0
0
円

 
7
,
0
0
0
円

 

1
5
,
7
0
0
円

 
8
,
0
0
0
円

 

円
 

9
,
0
0
0
円

 

円
 

1
0
,
5
0
0
円

 

円
 

1
2
,
0
0
0
円

 

円
 

1
4
,
0
0
0
円

 

4
0
,
7
0
0
円

 
2
0
,
5
0
0
円

 

第
４

号
ア

 
4
,
5
0
0
円

 
2
,
5
0
0
円

 
 

 第
2
8
条
の
２

 
栃

木
県

県
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

1
9
号

）
附
則

第
１

条
第

２
号

に
掲

げ
る
規

定
の

施
行

の
日

（
以

下
こ
の

項
に

お

い
て

「
特

定
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

ま
で
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た
自

家
用

の

乗
用

車
及

び
キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

車
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
自

家
用

乗
用
車

等
」

と

い
う

。
）

で
あ
っ

て
栃

木
県

県
税

条
例

等
の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
平
成

2
8
年

栃

木
県

条
例

第
4
8
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
0
3
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

平
成

2
8
年
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

に
規

定
す

る
自

動
車

税
を

課
さ

れ
た
も

の
（

同
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
自

家
用

乗
用

車
等

で

あ
っ

て
、

地
方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る
等

の
法

律
（

平
成

2
8
年

法
律
第

1
3
号

）

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
地

方
税

法
第

1
4
6
条

（
自

動
車

税
の

非
課

税
の

範

囲
）

そ
の

他
の
地

方
税

に
関

す
る

法
律

及
び
こ

れ
ら

の
法

律
に

基
づ

く
条
例

の
規

定

に
よ

り
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
に

規
定

す
る

自
動

車
税

を
課

さ
れ

な

か
っ

た
も

の
を
含

む
。

）
又

は
同

日
ま

で
に
法

の
施

行
地

外
に

お
い

て
道
路

運
送

車

両
法

第
２

条
第
５

項
（

定
義

）
に

規
定

す
る

運
行

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

法
施

行

規
則

附
則

第
５
条

の
２

の
２

に
規

定
す

る
も
の

の
用

に
供

さ
れ

た
こ

と
が
あ

る
自

家

用
乗

用
車

等
で
あ

っ
て

特
定

日
以

後
に

初
回
新

規
登

録
を

受
け

た
も

の
に
対

し
て

課

す
る

自
動

車
税

 
 

 
 

の
税

率
は

、
第

1
0
6
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、

１
台

に
つ

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動
車

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

自
家
用

乗
用

車
等

（
電

気
自

動
車
、

天
然

ガ
ス

自

動
車

、
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

及
び

ガ
ソ

リ
ン
を

内
燃

機

関
の

燃
料

と
し
て

用
い

る
電

力
併

用
自

動
車

を
除

く
。

）
の

う
ち

、
前

条
第

１
項

各

号
に

掲
げ
る

も
の
に

対
す
る

当
該

各
号
に

定
め
る

年
度

以
後

の
年

度
分

の
自

動
車

税
 

 
 

 
 

に
係
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同

1
7
,
9
0
0
円

 
9
,
0
0
0
円

 

2
0
,
5
0
0
円

 
1
0
,
5
0
0
円

 

2
3
,
6
0
0
円

 
1
2
,
0
0
0
円

 

2
7
,
2
0
0
円

 
1
4
,
0
0
0
円

 

4
0
,
7
0
0
円

 
2
0
,
5
0
0
円

 

第
４

号
ア

 
4
,
5
0
0
円

 
2
,
5
0
0
円

 
 

 第
2
8
条
の
２

 
栃

木
県

県
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成
3
1
年

栃
木

県
条

例
第
1
9
号

）
附
則

第
１

条
第

２
号

に
掲

げ
る
規

定
の

施
行

の
日

（
以

下
こ
の

項
に

お

い
て

「
特

定
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

ま
で
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た
自

家
用

の

乗
用

車
及

び
キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

車
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
自

家
用

乗
用
車

等
」

と

い
う

。
）

で
あ
っ

て
栃

木
県

県
税

条
例

等
の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
平
成

2
8
年

栃

木
県

条
例

第
4
8
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
0
3
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

平
成

2
8
年
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

に
規

定
す

る
自

動
車

税
を

課
さ

れ
た
も

の
（

同
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
自

家
用

乗
用

車
等

で

あ
っ

て
、

地
方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る
等

の
法

律
（

平
成

2
8
年

法
律
第

1
3
号

）

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
地

方
税

法
第

1
4
6
条

（
自

動
車

税
の

非
課

税
の

範

囲
）

そ
の

他
の
地

方
税

に
関

す
る

法
律

及
び
こ

れ
ら

の
法

律
に

基
づ

く
条
例

の
規

定

に
よ

り
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
に

規
定

す
る

自
動

車
税

を
課

さ
れ

な

か
っ

た
も

の
を

含
む

。
）

又
は

同
日

ま
で

に
法

の
施

行
地

外
に

お
い

て
第

1
0
3
条

第

２
項

０
０

０
０
０

０
０

０
０

０
に

規
定

す
る

運
行

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

法
施

行

規
則

附
則

第
５
条

の
２

の
２

に
規

定
す

る
も
の

の
用

に
供

さ
れ

た
こ

と
が
あ

る
自

家

用
乗

用
車

等
で
あ

っ
て

特
定

日
以

後
に

初
回
新

規
登

録
を

受
け

た
も

の
に
対

し
て

課

す
る

自
動

車
税

の
種

別
割

の
税

率
は

、
第

1
0
6
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、

１
台

に
つ

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動
車

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

自
家
用

乗
用

車
等

（
電

気
自

動
車
、

天
然

ガ
ス

自

動
車

、
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

及
び

ガ
ソ

リ
ン
を

内
燃

機

関
の

燃
料

と
し
て

用
い

る
電

力
併

用
自

動
車

を
除

く
。

）
の

う
ち

、
前

条
第

１
項

各

号
に

掲
げ

る
も
の

に
対

す
る

当
該

各
号

に
定
め

る
年

度
以

後
の

年
度

分
の
自

動
車

税

の
種

別
割

に
係
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同
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円
 

9
,
0
0
0
円

 

円
 

1
0
,
5
0
0
円

 

円
 

1
2
,
0
0
0
円

 

円
 

1
4
,
0
0
0
円

 

4
0
,
7
0
0
円

 
2
0
,
5
0
0
円

 

第
４

号
ア

 
4
,
5
0
0
円

 
2
,
5
0
0
円

 
 

 第
2
8
条
の
２

 
栃

木
県

県
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成

3
1
年

栃
木

県
条

例
第

1
9
号

）
附
則

第
１

条
第

２
号

に
掲

げ
る
規

定
の

施
行

の
日

（
以

下
こ
の

項
に

お

い
て

「
特

定
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

ま
で
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た
自

家
用

の

乗
用

車
及

び
キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

車
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
自

家
用

乗
用
車

等
」

と

い
う

。
）

で
あ
っ

て
栃

木
県

県
税

条
例

等
の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
平
成

2
8
年

栃

木
県

条
例

第
4
8
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
0
3
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

平
成

2
8
年
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

に
規

定
す

る
自

動
車

税
を

課
さ

れ
た
も

の
（

同
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
自

家
用

乗
用

車
等

で

あ
っ

て
、

地
方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る
等

の
法

律
（

平
成
2
8
年

法
律
第

1
3
号

）

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
地

方
税

法
第

1
4
6
条

（
自

動
車

税
の

非
課

税
の

範

囲
）

そ
の

他
の
地

方
税

に
関

す
る

法
律

及
び
こ

れ
ら

の
法

律
に

基
づ

く
条
例

の
規

定

に
よ

り
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
に

規
定

す
る

自
動

車
税

を
課

さ
れ

な

か
っ

た
も

の
を
含

む
。

）
又

は
同

日
ま

で
に
法

の
施

行
地

外
に

お
い

て
道
路

運
送

車

両
法

第
２

条
第
５

項
（

定
義

）
に

規
定

す
る

運
行

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

法
施

行

規
則

附
則

第
５
条

の
２

の
２

に
規

定
す

る
も
の

の
用

に
供

さ
れ

た
こ

と
が
あ

る
自

家

用
乗

用
車

等
で
あ

っ
て

特
定

日
以

後
に

初
回
新

規
登

録
を

受
け

た
も

の
に
対

し
て

課

す
る

自
動

車
税

 
 

 
 

の
税

率
は

、
第

1
0
6
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、

１
台

に
つ

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動
車

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

自
家
用

乗
用

車
等

（
電

気
自

動
車
、

天
然

ガ
ス

自

動
車

、
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

及
び

ガ
ソ

リ
ン
を

内
燃

機

関
の

燃
料

と
し
て

用
い

る
電

力
併

用
自

動
車

を
除

く
。

）
の

う
ち

、
前

条
第

１
項

各

号
に

掲
げ
る

も
の
に

対
す
る

当
該

各
号
に

定
め
る

年
度

以
後

の
年

度
分

の
自

動
車

税
 

 
 

 
 

に
係
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同

1
7
,
9
0
0
円

 
9
,
0
0
0
円

 

2
0
,
5
0
0
円

 
1
0
,
5
0
0
円

 

2
3
,
6
0
0
円

 
1
2
,
0
0
0
円

 

2
7
,
2
0
0
円

 
1
4
,
0
0
0
円

 

4
0
,
7
0
0
円

 
2
0
,
5
0
0
円

 

第
４

号
ア

 
4
,
5
0
0
円

 
2
,
5
0
0
円

 
 

 第
2
8
条
の
２

 
栃

木
県

県
税

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
（

平
成

3
1
年

栃
木

県
条

例
第

1
9
号

）
附
則

第
１

条
第

２
号

に
掲

げ
る
規

定
の

施
行

の
日

（
以

下
こ
の

項
に

お

い
て

「
特

定
日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

ま
で
に

初
回

新
規

登
録

を
受

け
た
自

家
用

の

乗
用

車
及

び
キ
ャ

ン
ピ

ン
グ

車
（

以
下

こ
の
条

に
お

い
て

「
自

家
用

乗
用
車

等
」

と

い
う

。
）

で
あ
っ

て
栃

木
県

県
税

条
例

等
の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

（
平
成

2
8
年

栃

木
県

条
例

第
4
8
号

）
第

１
条

の
規

定
に

よ
る
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
」

と
い

う
。

）
第

1
0
3
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り

平
成

2
8
年
改

正
前

の
栃

木
県

県
税

条
例

に
規

定
す

る
自

動
車

税
を

課
さ

れ
た
も

の
（

同
日

ま
で

に
初

回
新

規
登

録
を

受
け

た
自

家
用

乗
用

車
等

で

あ
っ

て
、

地
方
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る
等

の
法

律
（

平
成
2
8
年

法
律
第

1
3
号

）

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
地

方
税

法
第

1
4
6
条

（
自

動
車

税
の

非
課

税
の

範

囲
）

そ
の

他
の
地

方
税

に
関

す
る

法
律

及
び
こ

れ
ら

の
法

律
に

基
づ

く
条
例

の
規

定

に
よ

り
平

成
2
8
年

改
正

前
の

栃
木

県
県

税
条

例
に

規
定

す
る

自
動

車
税

を
課

さ
れ

な

か
っ

た
も

の
を

含
む

。
）

又
は

同
日

ま
で

に
法

の
施

行
地

外
に

お
い

て
第

1
0
3
条

第

２
項

０
０

０
０
０

０
０

０
０

０
に

規
定

す
る

運
行

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

法
施

行

規
則

附
則

第
５
条

の
２

の
２

に
規

定
す

る
も
の

の
用

に
供

さ
れ

た
こ

と
が
あ

る
自

家

用
乗

用
車

等
で
あ

っ
て

特
定

日
以

後
に

初
回
新

規
登

録
を

受
け

た
も

の
に
対

し
て

課

す
る

自
動

車
税

の
種

別
割

の
税

率
は

、
第

1
0
6
条

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、

１
台

に
つ

い
て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

自
動
車

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各
号

に
定

め

る
額

と
す
る

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

２
 

前
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

自
家
用

乗
用

車
等

（
電

気
自

動
車
、

天
然

ガ
ス

自

動
車

、
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

、
混

合
メ

タ
ノ
ー

ル
自

動
車

及
び

ガ
ソ

リ
ン
を

内
燃

機

関
の

燃
料

と
し
て

用
い

る
電

力
併

用
自

動
車

を
除

く
。

）
の

う
ち

、
前

条
第

１
項

各

号
に

掲
げ

る
も
の

に
対

す
る

当
該

各
号

に
定
め

る
年

度
以

後
の

年
度

分
の
自

動
車

税

の
種

別
割

に
係
る

前
項

の
規

定
の

適
用

に
つ
い

て
は

、
次

の
表

の
左

欄
に
掲

げ
る

同

 
 

（
栃
木

県
特
定

非
営
利

活
動

法
人
に

対
す
る

県
税
の

課
税

免
除

に
関

す
る

条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
２
条

 
栃

木
県
特

定
非
営

利
活

動
法
人

に
対
す

る
県
税

の
課

税
免

除
に

関
す

る
条

例
（
平

成
1
4
年

栃
木
県

条
例
第

3
4
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

附
 
則

 

 
 

（
施
行

期
日

）
 

 
第
１
条

 
こ

の
条

例
は
、

令
和

８
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

 
 

（
軽
油

引
取
税

に
関
す

る
経

過
措
置

）
 

 
第
２
条

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
前

に
栃

木
県

県
税

条
例

第
1
0
2
条

の
1
7
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
に

規
定

す
る

軽
油

の
引

取
り

、
同

条
第

３

項
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に
掲

げ
る

字

句
と

す
る
。

 

略
 

あ
 

項
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に
掲

げ
る

字

句
と

す
る
。

 

略
 

 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 
正

 
 
 

前
 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

第
３
条

 
知
事

は
、

特
定

非
営

利
活

動
法
人

が
当

該
特

定
非

営
利

活
動
法

人
の

設
立

の

日
以

後
３

箇
年
以

内
に

特
定

非
営

利
活

動
に
係

る
事

業
（

特
定

非
営

利
活
動

促
進

法

第
1
1
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

定
款

に
記

載

さ
れ

た
も

の
を
い

う
。

 
 

 
 

 
 

 
 

。
）

の
用

に
供

す
る

た
め

の
不

動
産

を

無
償

で
譲

り
受
け

た
と

き
は

、
当

該
特

定
非
営

利
活

動
法

人
に

よ
る

当
該
不

動
産

の

取
得

に
対
し

て
課
す

る
不
動

産
取

得
税
を

免
除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

        
（

課
税
免

除
の
申

請
）

 

第
４
条

 
前
２

条
の

規
定

に
よ

る
県

税
の

課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
規

則

で
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り
知

事
に

申
請
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 第
５
条

 
略

 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

第
３
条

 
知
事

は
、

特
定

非
営

利
活

動
法
人

が
当

該
特

定
非

営
利

活
動
法

人
の

設
立

の

日
以

後
３

箇
年
以

内
に

特
定

非
営

利
活

動
に
係

る
事

業
（

特
定

非
営

利
活
動

促
進

法

第
1
1
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

定
款

に
記

載

さ
れ

た
も

の
を
い

う
。

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
用

に
供

す
る

た
め

の
不

動
産

を

無
償

で
譲

り
受
け

た
と

き
は

、
当

該
特

定
非
営

利
活

動
法

人
に

よ
る

当
該
不

動
産

の

取
得

に
対
し

て
課
す

る
不
動

産
取

得
税
を

免
除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
自

動
車
税

の
環
境

性
能
割

の
課

税
免
除

）
 

第
４
条

 
知
事

は
、

特
定

非
営

利
活

動
法
人

が
当

該
特

定
非

営
利

活
動
法

人
の

設
立

の

日
以

後
３

箇
年
以

内
に

専
ら

特
定

非
営

利
活
動

に
係

る
事

業
の

用
に

供
す
る

た
め

の

自
動

車
を

無
償
で

譲
り

受
け

た
と

き
は

、
当
該

自
動

車
に

対
し

て
課

す
る
自

動
車

税

の
環

境
性
能

割
を
免

除
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

課
税
免

除
の
申

請
）

 

第
５
条

 
前
３

条
の

規
定

に
よ

る
県

税
の

課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
規

則

で
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り
知

事
に

申
請
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 第
６
条

 
略
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（
栃
木

県
特
定

非
営
利

活
動

法
人
に

対
す
る

県
税
の

課
税

免
除

に
関

す
る

条
例

の
一
部

改
正
）

 

第
２
条

 
栃

木
県
特

定
非
営

利
活

動
法
人

に
対
す

る
県
税

の
課

税
免
除

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
4
年

栃
木
県

条
例
第

3
4
号

）
の

一
部
を

次
の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

次
の
表

の
改
正

前
の
欄

に
掲

げ
る
規

定
を
同

表
の
改

正
後

の
欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示
す

よ
う
に

改
正
す

る
。

 

附
 
則

 

 
 

（
施
行

期
日

）
 

 
第
１
条

 
こ

の
条

例
は
、

令
和

８
年
４

月
１
日

か
ら

施
行
す

る
。

 

 
 

（
軽
油

引
取
税

に
関
す

る
経

過
措
置

）
 

 
第
２
条

 
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

う
。

）
前

に
栃

木
県

県
税

条
例

第
1
0
2
条

の
1
7
第

１
項

若
し

く
は

第
２

項
に

規
定

す
る

軽
油

の
引

取
り

、
同

条
第

３

項
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に
掲

げ
る

字

句
と

す
る
。

 

略
 

あ
 

項
の

規
定

中
同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
字

句
は
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
右

欄
に
掲

げ
る

字

句
と

す
る
。

 

略
 

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

第
３
条

 
知
事

は
、

特
定

非
営

利
活

動
法
人

が
当

該
特

定
非

営
利

活
動
法

人
の

設
立

の

日
以

後
３

箇
年
以

内
に

特
定

非
営

利
活

動
に
係

る
事

業
（

特
定

非
営

利
活
動

促
進

法

第
1
1
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

定
款

に
記

載

さ
れ

た
も

の
を
い

う
。

 
 

 
 

 
 

 
 

。
）

の
用

に
供

す
る

た
め

の
不

動
産

を

無
償

で
譲

り
受
け

た
と

き
は

、
当

該
特

定
非
営

利
活

動
法

人
に

よ
る

当
該
不

動
産

の

取
得

に
対
し

て
課
す

る
不
動

産
取

得
税
を

免
除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

        
（

課
税
免

除
の
申

請
）

 

第
４
条

 
前
２

条
の

規
定

に
よ

る
県

税
の

課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
規

則

で
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り
知

事
に

申
請
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 第
５
条

 
略

 

（
不

動
産
取

得
税
の

課
税
免

除
）

 

第
３
条

 
知
事

は
、

特
定

非
営

利
活

動
法
人

が
当

該
特

定
非

営
利

活
動
法

人
の

設
立

の

日
以

後
３

箇
年
以

内
に

特
定

非
営

利
活

動
に
係

る
事

業
（

特
定

非
営

利
活
動

促
進

法

第
1
1
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

よ
り

当
該

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

定
款

に
記

載

さ
れ

た
も

の
を
い

う
。

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

の
用

に
供

す
る

た
め

の
不

動
産

を

無
償

で
譲

り
受
け

た
と

き
は

、
当

該
特

定
非
営

利
活

動
法

人
に

よ
る

当
該
不

動
産

の

取
得

に
対
し

て
課
す

る
不
動

産
取

得
税
を

免
除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 

（
自

動
車
税

の
環
境

性
能
割

の
課

税
免
除

）
 

第
４
条

 
知
事

は
、

特
定

非
営

利
活

動
法
人

が
当

該
特

定
非

営
利

活
動
法

人
の

設
立

の

日
以

後
３

箇
年
以

内
に

専
ら

特
定

非
営

利
活
動

に
係

る
事

業
の

用
に

供
す
る

た
め

の

自
動

車
を

無
償
で

譲
り

受
け

た
と

き
は

、
当
該

自
動

車
に

対
し

て
課

す
る
自

動
車

税

の
環

境
性
能

割
を
免

除
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

課
税
免

除
の
申

請
）

 

第
５
条

 
前
３

条
の

規
定

に
よ

る
県

税
の

課
税

免
除

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
規

則

で
定

め
る
と

こ
ろ
に

よ
り
知

事
に

申
請
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 第
６
条

 
略

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

項
の

燃
料

炭
化

水
素

油
の

販
売

、
同

条
第

４
項

の
軽

油
若

し
く

は
燃

料
炭

化
水

素
油

の
販

売
、

同
条

第
５

項
の

炭
化

水
素

油
の

消
費

若
し

く
は

同
条

例
第

1
0
2
条

の
1
8
各

号
の

軽
油

の
消

費
、

譲
渡

若
し

く
は

輸
入

が
行

わ
れ

た
場

合
又

は
施

行
日

前
に

軽
油

引
取

税
の

特
別

徴
収

義
務

者
が

同
条

例
第

1
0
2
条

の
1
7
第

６
項

の
規

定
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

場
合

に
お
い

て
課
す

る
軽
油

引
取

税
の
税

率
に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 
（

自
動
車

税
に
関

す
る
経

過
措

置
）

 

第
３
条

 
第

１
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
栃
木

県
県
税

条
例

（
以
下

「
新

条
例

」
と

い
う

。
）

の
規

定
中

自
動
車

税
に

関
す
る

部
分

は
、

令
和

８
年

度
以
後

の
年

度
分

の
自

動

車
税

に
つ
い

て
適
用

す
る
。

 

２
 

施
行
日

前
の
自

動
車
の

取
得

に
対
し

て
課
す

る
自
動

車
税

の
環
境

性
能
割

に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。

 

３
 

令
和
７

年
度
以

前
の
年

度
分

の
自
動

車
税
の

種
別
割

に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 
（

栃
木
県

特
定
非

営
利
活

動
法

人
に
対

す
る
県

税
の
課

税
免

除
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
に
伴

う
経
過

措
置
）

 

第
４
条

 
前

条
第
２

項
の
規

定
に

よ
り
な

お
従
前

の
例
に

よ
る

こ
と
と

さ
れ
る

自
動
車

税
の

環
境
性

能
割
に

つ
い
て

の
第

２
条
の

規
定
に

よ
る
改

正
前

の
栃
木

県
特
定

非
営
利

活

動
法

人
に
対

す
る
県

税
の
課

税
免

除
に
関

す
る
条

例
第
４

条
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、

な
お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

 
（

罰
則
の

適
用
に

関
す
る

経
過

措
置
）

 

第
５
条

 
こ

の
条
例

の
施
行

前
に

し
た
行

為
及
び

こ
の
附

則
の

規
定
に

よ
り

な
お

従
前

の
例

に
よ
る

こ
と
と

さ
れ
る

県
税

に
係
る

こ
の
条

例
の
施

行
後

に
し
た

行
為
に

対
す
る

罰

則
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
な

お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

 
（

こ
の
条

例
の
失

効
）

 

第
６
条

 
こ

の
条
例

の
規
定

は
、

地
方
税

法
等
の

一
部
を

改
正

す
る
法

律
（
令

和
８
年

法
律

第
 
 

 
号
）

が
成
立

し
な

い
と
き

、
そ
の

他
同
法

第
１

条
の
規

定
に
よ

る
改

正
後

の
地

方
税

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
の

規
定

の
内

容
が

当
該

規
定

に
対

応
す

る
新

条
例

又
は

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

特
定

非
営

利
活

動
法

人
に

対
す

る
県

税
の
課

税
免
除

に
関
す

る
条

例
の

規
定

の
内

容
と
異

な
る

こ
と
と

な
る
と

き
は
、

そ
の

限
り
に

お
い

て
そ

の
効

力
を

失
う
。
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0
0
 
 

項
の

燃
料

炭
化

水
素

油
の

販
売

、
同

条
第

４
項

の
軽

油
若

し
く

は
燃

料
炭

化
水

素
油

の
販

売
、

同
条

第
５

項
の

炭
化

水
素

油
の

消
費

若
し

く
は

同
条

例
第

1
0
2
条

の
1
8
各

号
の

軽
油

の
消

費
、

譲
渡

若
し

く
は

輸
入

が
行

わ
れ

た
場

合
又

は
施

行
日

前
に

軽
油

引
取

税
の

特
別

徴
収

義
務

者
が

同
条

例
第

1
0
2
条

の
1
7
第

６
項

の
規

定
に

該
当

す
る

に
至

っ
た

場
合

に
お
い

て
課
す

る
軽
油

引
取

税
の
税

率
に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 
（

自
動
車

税
に
関

す
る
経

過
措

置
）

 

第
３
条

 
第

１
条
の

規
定
に

よ
る

改
正
後

の
栃
木

県
県
税

条
例

（
以
下

「
新

条
例

」
と

い
う

。
）

の
規

定
中

自
動
車

税
に

関
す
る

部
分

は
、

令
和

８
年

度
以
後

の
年
度

分
の
自

動

車
税

に
つ
い

て
適
用

す
る
。

 

２
 

施
行
日

前
の
自

動
車
の

取
得

に
対
し

て
課
す

る
自
動

車
税

の
環
境

性
能
割

に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。

 

３
 

令
和
７

年
度
以

前
の
年

度
分

の
自
動

車
税
の

種
別
割

に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前

の
例
に

よ
る
。

 

 
（

栃
木
県

特
定
非

営
利
活

動
法

人
に
対

す
る
県

税
の
課

税
免

除
に
関

す
る
条

例
の

一
部
改

正
に
伴

う
経
過

措
置
）

 

第
４
条

 
前

条
第
２

項
の
規

定
に

よ
り
な

お
従
前

の
例
に

よ
る

こ
と
と

さ
れ
る

自
動
車

税
の

環
境
性

能
割
に

つ
い
て

の
第

２
条
の

規
定
に

よ
る
改

正
前

の
栃
木

県
特
定

非
営
利

活

動
法

人
に
対

す
る
県

税
の
課

税
免

除
に
関

す
る
条

例
第
４

条
の

規
定
の

適
用
に

つ
い
て

は
、

な
お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

 
（

罰
則
の

適
用
に

関
す
る

経
過

措
置
）

 

第
５
条

 
こ

の
条
例

の
施
行

前
に

し
た
行

為
及
び

こ
の
附

則
の

規
定
に

よ
り

な
お

従
前

の
例

に
よ
る

こ
と
と

さ
れ
る

県
税

に
係
る

こ
の
条

例
の
施

行
後

に
し
た

行
為
に

対
す
る

罰

則
の

適
用
に

つ
い
て

は
、
な

お
従

前
の
例

に
よ
る

。
 

 
（

こ
の
条

例
の
失

効
）

 

第
６
条

 
こ

の
条
例

の
規
定

は
、

地
方
税

法
等
の

一
部
を

改
正

す
る
法

律
（
令

和
８
年

法
律

第
 
 

 
号
）

が
成
立

し
な

い
と
き

、
そ
の

他
同
法

第
１

条
の
規

定
に

よ
る

改
正

後

の
地

方
税

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
の

規
定

の
内

容
が

当
該

規
定

に
対

応
す

る
新

条
例

又
は

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

特
定

非
営

利
活

動
法

人
に

対
す

る
県

税
の
課

税
免
除

に
関
す

る
条

例
の

規
定

の
内

容
と
異

な
る

こ
と
と

な
る
と

き
は
、

そ
の

限
り
に

お
い

て
そ

の
効

力
を

失
う
。

 


